
1年未満保 存

機密性 1 基監発 0424第 1号

平成 26年 4月 24日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

平成 26年度全園地方労働基準監察監督官会議の開催について

標記会議を下記により開催することとしたので、対象者を出席させられたい。

コ〕

1 日時

平成26年5月 22日（木） 10時～16時 30分

2 場所

中央合同庁舎第5号館専用第 18・19・20会議室（17階国会側）

3 対象者

地方労働基準監察監督官

（各局1名乃至2名。候補者が複数名いる場合は、新任者を優先させること。）

4 会議内容

地方労働基準監察制度の意義等

5 その他

次のテーマで、斑別討議を実施することとする。

テー7 ；適正な業務処理に向けた具体的な対応方法について

① 署の業務処理（接遇を含む。）に対する苦情（労使いずれかを

間わない。）について、地方労働基準監察監督官としてどのよう

に対応すべきか。

② 法令・通達の内容を踏まえた、公正・斉一的な対応（権限行

使をメインに）を図らせるために、どのような取組を行うべき

カ言。

③ 処理に長期間を要している事案（申告、司法、賃確等）につ

いて、どのような取組により改善を図らせるべきか。



平成26年度全園地方労働基準監察監督官会議次第

平成 26年 5月 22日（木） 10:00～16:30 

厚生労働省専用第 18・19・20会議室（17階国会側）

1 開会

2 監督課長訓示

3 島滞主任中央労働基準監察監督官説明

（地方労働基準監察監督官制度の意義）

4 岩瀬調査官説明

（特定分野労働条件対策等における留意事項）

5 鈴木盲lj主任中央労働基準監察監督官説明

（平成26年度中央監察方針等）

6 加藤中央労働基準監察監督官

（地方労働基準監察における主要監察項目）

7 河西副主任中央労働基準監察監督官説明

（監督課における管理業務に係る留意点）

8 梶原中央労働基準監察監督官説明

（若者の『使い捨て」に係る新規事業）

昼 食

9 担当中央労働基準監察監督官説明

（各業務の留意事項等）

( 1 ）藤中中央労働基準監察監督官

( 2) 田之上中央労働基準監察監督宮

( 3) 長山中央労働基準監察監督官

(4) 市倉中央労働基準監察監督官

10 質疑応答

11 班別討議

( 1 ) 伊勢中央労働基準監察監督官説明

（班別討議の進め方等）

ー休憩，会場準備ー

( 2）班別討議（途中休憩 10分）

（班別討議実施要綱による。班別討議終了後、散会。）

10:00 

10：・00～10:15 (15) 

10: 15～10: 35 (20) 

10:35～10：・50(15) 

10:50～11 :15 (25) 

11 : 15～11 : 35 (20) 

11 :35～11:50 (15) 

11 :50～12:00 (10) 

12:00～13: 00 (60) 

13:00～13：目 20(20) 

13:20～13:40 "(20) 

13:40～13:50 (10) 

13:50～14:10 (20) 

14: 10～14:20 (10) 

14:20～14:30 (10) 

14:30～14：・50(20) 

14:50～16:30 (90) 

目途



取扱注意

全園地方労働基準監察堂賢官会議資料一覧

資料1 平成26年度中央監察方針等

資料2 効果的な行政手法の工夫・改善の例

資料3 地方労働基準監察関係

3-1 地方労働基準監察における主要監察項目について

（平成26年5月22日付け基発0522第1号）

3-2 通達「地方労働基準監察における主要監察項目について」新旧比較表

3-3 通達「地方労働基準監察！三おける主要監察項目について」改正案に係る処理見

解について

資料4 未払賃金立替払事業における不正受給事案について〔平成17年度～平成25年度）

資料5 外国人労働者相談コーナー（平成.26年4月1B) 

資料6 平成26年度第2・四半期以降における予算申請について

資料7 平成 26年度幸欣見起業事業場就業環境整備事業における受託者との連携・協力体制

について

資料8 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化

資料9 障害者関係

9 1 障害者である労働者の労働条件の確保・改善等について

（平成24年10月5日付け基発1005第5号）

9-2 障害者である労働者の労働条件の確保・改善等に係る留意事項lこついて

（平成24年11月30日付け基監発1130第1号）

9-3 使用者による障害者虐待事案の報告について

（平成25年5月21日付け事務車絡）

9-4 使用者による障害者虐待をなくそう（パンフレット）

9-5 障害者虐待防止のために（リーフレット）

9-6 業務参考資料（監督指導実務要領一般労働条件編第4章障害者（抄））

資料10 保有個人情報漏えい関係（労働基準局監督課）

10-1 保有個人情報漏えい事案（平成26年1月～） （労働基準局監督諜）

10-2 監督関係業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の徹底について

（平成22年10月22日付け事務室絡）

10-3 監督関係業務に係る行政文書の適正な整理、保管状況の確認等について

（平成24年3月22日付け事務連絡）

10→ 4 監督関係業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の一層の徹底について

（平成24年4月24日付け事務室格）

10-5・ 監督関係業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の一層の徹底について

（平成25年4月11日付け事務連絡）

10-6 監督関係業務に係る行政文書の適正な管理の徹底について

（平成26年2月18日付け基監発第0218第1号〕



資料11 爆発火災災害防止対策について

資料12 労働基準行政情報システムの第E期開発機能の効果的な活用例について

（平成23年2月17日付け事務連絡〉

12-2 （参考）システムを活用した効果的な監察等について

資料13 監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置等について（抄）

（平成26年4月1日付け基発0401第27号）

資料14 監督業務担当部署に配置された再任用短時間勤務職員の所掌事務等について

（平成26年5月15日付け基監発0515第1号）

持参資料監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について

（平成26年2月 18日付け基発0218第1号）

平成25年度中央労働基準監察結果の概要

監察官必携1頁 地方労働基準監察監督官制度の運営について

（平成26年2月17日付It基発0217第1号〕

監察官必携資料編



資料1

平成 26<fj三度中央監察方針

1 監察の方針

景気は、緩やかに回復しており、今後も堅調な内需に支えられた景気回復が

見込まれる。

労働時間の状況をみると、週の労働時間が 60時間以上の労働者の割合は引

き続き高く、脳・心臓疾患及び精神障害等の労災請求件数、支給決定件数はと

もに高水準で推移している。

過重労働等の行政課題に関しては、若者の「使い捨てJが疑われる企業につ

いての対応強化が閣議決定、されるなど、多くの国民から注目を集めており、申

告受理件数は減少傾向にあるものの、法定労働条件の履行確保が世の中から強

《求められている状況にある。

また、労働災害については、第 12次労働災害防止計画（以下「12次防」と

しづ， ）において、平成 24年と比較して、平成 29年までに労働災害による死

亡者数及び休業4日以上の死傷者数をともに 15%以上減少させることを目標

としている。平成 25年の死亡災害及び休業4日以上の死傷災害の発生件数は、

ともに前年比で減少したとはいえ、死傷災害は微減に左どまり、また、近年、

化学工場における爆発火災を始めとする重大災害が全国各地で度々発生して

いることも踏まえ、 12次防の目標達成に向け、より積極的に実効ある取組を実

施していく必要がある。

さらに、印刷事業場において化学物質を使用していた労働者に高い頻度で但

管がんが発生していた事案が判明したと、ころであるが、化学物質による健康障

害は、長期間経過後に発症するものも多く、将来的な職業性疾病の発生を未然

に防止する観点から、労働衛生管理上の問題を解消するための対策を毎年一定

継続して実施していく必要がある。

以上の状況を踏まえ、平成 26年度じおいては、①長時間労働の抑制及び過

重労働による健康障害防止、②管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害

防止、③法定労働条件の履行確保を全国的に取り組むべき重点課題とし、これ

らに係る対策を積極的に推進していく必要がある。

平成 26年度の監察については、労働基準行政の果たすべき使命を踏まえ、 P

DC  Aサイクノレを念頭に置き、重点指向に徹した効果的かっ効率的な行政運営

を行っているか、また、得られる行政効果の総和が最大となるような戦略的な

行政運営を展開しているかについて、次の視点から実施することを基本とする。

(1) 一般労働条件の確保・改善対策及び労働衛生対策について、中長期的見通

しの上に立った計画を策定しているか。

(2) 都道府県労働局（以下「局Jとしづ。）及び労働基準監督署（以下「署J

とし、う。）において、①長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止、

②管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止、③法定労働条件の履

行確保を重点対策とする地方労働行政運営方針等を踏まえた上で、管内の状

況を的確に把握・分析し、重点対象を的確に選定しているか。



(3) 年間監督指導計画及び年間安全衛生業務計画（以下「年間計画」という.0 ) 

について、庁外活動業務量の最大限の確保を図りつつ、取り組む重点対象に

係る解消すべき行政課題の特性、対象事業場数、過去の行政実績等を踏まえ、

対象とすべき事業場を的確に選定し、より実効性のある計画とするという視

点をもって策定しているか。

(4) 行政課題を的確に把握するとともに、把握した行政課題の問題点に応じ効

率的な行政手法を選択しているか。

また、監督指導、自主点検、集団指導、要請等選択した各種行政手法につ

いて、より効果的なものとなるよう、実施方法に必要な改善や工夫を加えて

いるか。

(5) 労働基準監督機関が有する監督権限を始めとする各種権限について、法令

や通達に基づき公正かっ斉一的に行使しているか。特に慎重に対応すべき事

案については、組織的検討を行った上で対応方針を決定しているか。

また、実効ある監督指導とする観点から、指摘した法違反等を確実に是正・

改普させるとともに遵法状況を定着させているか。

さらに、重大又は悪質な事案について、厳正に対処しているか。

これらの点に関し、地方労働基準監察（以下「地方監察」という。）の際

等に問題を認めた場合には、その問題が生じた原因等を背景事情まで遡って

明らかとし、同様の問題を再び生じさせないための対策を講じさせている

iJ、。

(6) 労働基準部長を始めとする幹部は、各箸における年間計画の実施状況等業

務運営の状況を、地方監察や業務実績の報告等を通じて的確に把握し、把握

した状況に応じた対応方針を定め、署に具体的な指示を行うなど、的確に対

応しているかよ

また、署の各級管理者は、署に期待される役割を認識し、具体的かっ適切

な業務運営・事案管理等を行うなど、管理者として必要な指導力を発揮して

いるか。

(7) 平成 26年度においては、従来を大幅に上回る数の新任労働基準監督官（以

下「新任監督官Jという。）が各局に配置されることを踏まえ、局内又はフ守

ロック単位で連携し、合同で実地研修を行うなどの工夫により、適切かっ効

率的に研修を実施しているか。また、実地訓練について、できる限り早期に

実施されるよう暑だけでなく局もその進捗状況を確認しているか。

また、若手の労働基準監督官（以下「若手監督官j という。）に対し、経

験が不足していると考えられる分野の監督指導等を割り振るなどにより、幅

広い経験を積ませるための対応を行っているか。

(8) 自主的な労働環境の改善を促進するため、行政活動を積極的にPRしてい

るか。

(9) 各種相談員や委託事業を的確かっ積極的に活用しているか。

同 地方労働基準皇室祭監督官は、地方監察時はもとより、日ごろから、各署の

業務運営状況を把握し、問題を認めた事項については適宜箸に対し、指導、



助言を行っているか。

制 局暑の業務運営について、必要な重点化、簡素・合理化等に適切に取り組

んでいるか。

2 監察の重点項目

平成 26年度の監察重点項目は、次のとおりとする。

(1) 管内における行政課題の把握状況及び行政の推進に必要な関係情報の整

備・活用状況

(2) 一般労働条件の確保・改善対策における推進計画、労働衛生対策における

中長期計画等の策定状況

(3) 労働基準行政の置かれた状況や業務運営の重点化を踏まえた、各局の地方

労働行政運営方針（労働基準行政に係る部分に限る。）、次に掲げる事項を

含む年間計画等の策定状況

ア 前年度の行政実績の把握、分析及び年間業務計画への反映状況

イ 労働災害防止に係る監督指導等への業務量配分の状況

ウ 新任監督官の配置状況を踏まえた効率的な計画策定の状況

比） 各部署の連携及び労働基準部長を始めとする幹部の指導調整状況

(5) 総合的な労働行政を展開するという視点に立った労働基準行政の業務運

営状況

(6) 次に掲げる主要対策のうち、局暑の管内状況等に応じて重点として選定す

るものの推進状況

ア 一般労働条件の確保・改善対策

(7) 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止対策

① 過重労働による健康障害防止対策

② 時間外・休日労働協定未届事業場lこ対する指導

③ 労働時間等の設定の改善

（イ）労働時間管理の適正化による賃金不払残業の防止

（ウ）基本的な労働条件の枠組みの確立

（エ）労働基準関係法令の周知徹底等

イ 申告・相談等への的確な対応

ク 倒産事案等に対する迅速な対応

エ 未払賃金立替払の適切な処理

オ 特定の労働分野における労働条件確保対策

(7) 自動車運転者

（イ）技能実習生

．（ウ）障害者である労働者

（エ）有期契約労働者

（オ）介護労働者

（方）派遣労働者

カ 最低賃金制度の適正な運営（最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小



規模事業場への支援事業を含む。）

キ労災かくし対策

ク 職場のパワーハラスメント対策

ケ 労働者の安全と健康確保対策

（了）管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止対策

① 第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店等）に対する労働災害

防止対策

② 陸上貨物運送業に対する労働災害防止対策

③ 建設業に対する労働災害防止対策

④ 製造業に対する労働災害防止対策

（イ）災害時監督の確実な実施

（ウ）労働衛生に係る監督指導等

① 化学物質による健康障害防止対策

② 石綿による健康障害防止対策

③ 粉じ均障害防止対策

（ヱ）メンタルへ／レス対策

（オ）原子力施設に対する監督指導

コ 東日本大震災に関連する安全衛生及び一般労働条件対策（関係局）

(7) 東京電力福島第一原子力発電所に対する監督指導等

（イ）除染等業務従事者、除染廃棄物等の処分従事者の放射線障害防止対策等

（ウ）復旧・復興工事における労働災害の防止

(7) 監督指導業務及び安全衛生業務の運営状況

ア 監督指導業務の運営状況

(7) 監督指導の実施状況

① 事案管理の状況

② 監督指導に係る文書の管理状況

③ 基礎資料の整備状況（時間外・休日労働協定及び就業規則の届出状

i況、労働基準行政情報システムの企業全体情報との関連付け登録状況、

危険機械・有害業務情報の登録状況等）

④ 年間計画及び月間計画に基づいた監督指導の実施状況

⑤ 各種指導等の状況（法令や通達に基づく公正かっ斉一的なものとな

っているか。）

（イ）司法処理の実施状況

① 厳正かっ積極的な司法処理の状況

② 若手監督官等への研修の実施状況

③ 迅速処理の状況

④ 検察庁との連絡調整状況

イ 安全衛生業務の運営状況

① 基礎資料の整備状況（各種届出、報告の提出、労働基準行政情報シス

テムの危険機械・有害業務情報への登録の徹底を含む。）



② 事案管理の状況

③ 年間計画等に基づいた安全衛生業務の実施状況

④ 災害防止団体等の関係団体、業界団体、地方公共団体等との連携状況

ウ 暑に期待される役割を認識した、各級管理者による業務運営・進行管理・

指導等水準の調整等の状況（接遇面での適切な対応を含む。）

エ 行政手法の実施方法の改善・工夫に向けた取組状況

(8) 効果的な情報発信の取組状況

(9) 実効ある地方労働基準監察監督官制度の運営状況

帥 労働基準監督官の資質・能力の向上に係る取組状況

ア 新任監督官等の実地訓練等の実施状況

イ 若手監督官等の指導能力の向上に向けた取組状況

~J) 業務の重点化、事務簡素・合理化等への取組状況
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平成 25年2月 14日

労働基準局監督課

効果的な行政手法の工夫・改善の例

［効果的な行政手法の工夫・改善の例を示す目的］

労働基準監督行政が仔う行政手法には、法定労働車件の履行確障のために行う監督指導や法令の周知等圭目的として行う集団指導、自主点

検、更には事業者団体等に対して一定白取組を促す文書要請などがある．本省からは、各積通達により管内事情等に応じて行政手法在選択し、重

点対車における重点事項目問題点在解消するよう指示し、各局署においても、遇違町内容等を踏まえ、適切な行政手法を選択するなどにより対揮

を実施してきたとこるであるが、中には、対章の特性等にかんがみて実施方法在改善する、複数の持政手法を有機的に組み合わせるなど、様々 な

工夫在行い、より効果的なものとして実錨している事例も事〈みられる．

労働基準監督行政の置を維持し、更に高めてい〈観点からも、これらの工去改善事例は、労働基準監督行政に携わる職員の共通財産として共

有化した上で、社会状況の寵化や情報披債の進展も踏まえつつ、取り組むべき重点対象の特性に応じた工夫を量ねていくことが重要である。

これまでも、「中央労働基準監察結果の概要」に掲載するなどにより、把握した名局署の工夫改善事例を紹介してきたとこるであるが、今般、当

数概要において紹介したものも宮出‘現時点において局署で取組が可能であると考えられるものの中から、比較的高い効果が見込まれるものを取り

まとめて示すこととした．

各局暑においては‘ここに示した事例を実際の業務運営に活かすことはもとより、軍なる工夫在行うことや、複数回工夫を組み合わせてより効果的

なものとすることが重要である．

監督指導

豆孟証重曹指源
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資料3-1

1 0 年 保 存

機 密 性 1 

平成 26年 5月 22日から

平成 36月 5月 2I固まで

都道府県労働局長殿

基発 0522第 1 号

平成 26年 5月 22日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

地方労働基準監察における主要監察項目について

地方労働基準監察監督官制度の運営については、平成26年 2 月 17 日付け基発0~17第 l 号
「地方労働基準監察監督官制度の運営についてJをもって指示したところである。本通達

に基づき地方労働基準監察（以下「監察」という。）を的確に実施するため、その主要監察

項目を下記のとおりとしたので、これを踏まえ、都道府県労働局（以下「局Jとし寸。）及

び管下の労働基準監督署（以下「署」という。）の管内の実情を十分に考慮して、適切な監ー

察項目の設定に遺憾なきを期されたい。

なお、一般労働条件の確保・改善対策、労働災害防止対策等の主要対策に係る監察項目

については、関係通達等に基づき、適切に設定されたい。

おって、平成12年4月 1日付け基発第242号「地方労働基準監察における主要監察項目に

ついてJについては、本通遣をもって廃」とするo

罰百

1 行政の推進に必要な情報の収集等、関係資料の作成及び分析並びに管内における行政

課題の的確な把握

労働環境の変化に伴い、労働基準行政が取り組むべき課題は増大し、かっ、複雑化し

ている状況にある。こうした状況に的確に対処するためには、行政の推進に必要な各種

の情報を幅広く収集するとともに、関係資料として取りまとめ、これを分析し℃署管内

の行政課題を的確に把握することが重要である。

これらを踏まえ、以下の点について監察を実施すること。

(1) 行政の推進に必要な各種の情報の収集等

ア 監督指導結果、申告・相談の状況等の行政実績に関する情報はもとより、①労働災

害の発生状況、②各種届出の状況、③賃金及び労働時間等労働条件の実態、！＆：倒産状

況、⑤雇用失業・産業事情の動向等に関する情報、⑥建設工事着工状況等の他の行政

機関等が把握している情報等行政の推進に必要な各種の情報を適切に収集している

カミ。



これら情報の収集に当たっては、労働基準行政情報システム（以下「システム」と

いう。）を活用するなどにより、効率的に行っているか。

また、その目的を明確にした上で、自主点検、アンケート調査等を実施することに

より、行政課題の把握に必要な情報を積極的に収集しているか。

イ 署に寄せられた個別の案件に係る情報、労災請求事案等の情報については、労働条

件・安全衛生確保上の問題の有無という観点のみならず、時機を逸することなく対応

しなければ、将来行政の不作為による責任を問われる可能性はないか、という観点か

ら整理Lているか。

ウ 労働災害については、発生状況等の取りまとめにとどまることなく、災害発生の原

因及び安全衛生管理体制上の問題まで把握すべく整理しているか。

また、機械・設備等によるもの、墜落・転落によるもの等法違反に起因したものか

否かについて整理しているか。

エ 収集・整理した事業場に係る情報は、システムの事業場基本情報に登録し、適切に

管理しているか。

特に、監督指導を行った支店等の事業場については、システムの企業全体情報の関連付

け登録を行っているが。また、監督指導に当たっては、「最上位」となるべき事業場を確認す

るとともに、事後に同事業場と確実に関連付けられるよう必要な登録を行っているか。

(2) 関係資料の作成及び分析

ア！ 関係資料については、あらかじめ作成の目的及び必要性を明確にするとともに、必

要な範囲で作成しているか。また、収集・整理した情報を業種別・規模別に、かつ経

年的な変化が分かるように取りまとめ作成しているか。

イ 関係資料の分析に当たっては、既存の行政課題や重点事項にとらわれることなく、

広く行政として対応すべき問題を含んでいなし、かという観点から行っているか。

特に、①特定の事業場、業種、地域等で職業性疾病（過重労働による脳・心臓疾患

等を含む。）が発生していないか、②特定の機械を起因物として労働災害が発生してい

ないか、③特定の事業場について相談が繰り返し寄せられていないか、＠障害者に係る

相談事例ではないか等に留意し、的確に分析を行っているか。

(3) 管内における行政課題の的確な把握

署管内の行政課題の把握は、作成した資料を十分に分析し、的確に行っているか。

2 計画に基づく業務の運営状況

暑においては、監督担当部署、安全衛生担当部署等が連携を図った上で、各計画に基

づき、積極的かつ効果的に業務運営を行う必要がある。

また、行政運営の実績及びその効果については、適切に把握・分析した上で、翌年度

以降の計画策定に反映させることが重要である。

これらを踏まえ、以下の点について監察を実施すること。

(1) 年間監督指導計画等各業務計画（以下「年間計画j としづ。）に係る職員の共通理解

の形成

ア 署管理者は、年度当初において、署内会議等の場を通じて、①年間計画の内容、②

年間計画の実施により解消しようとする問題点、③前年度までの取組状況、④当年度



以降の対処方針、⑤重点対象、⑤重点対象の選定理由、⑦重点対象聞の優先順位、③

監督指導業務及び安全衛生業務に係る各計画聞の連携及び役割分担等を理解させてい

るか。

イ 署管理者の人事異動があった署において、上記アの各事項が十分に引き継がれてい

るか。

(2) 年間計画に基づいた業務の実施状況

ア 監督指導業務及び安全衛生業務は、年間計画並びに月間監督指導計画及び月間安全

衛生業務計画（以下「月間計画」としづ。）に基づいて実施しているか。

イ 月間計画の作成等について

(7) 年間計画に基づいて、月間計画を作成しているか。作成した月間計画の内容につ

いて、上記（1）に準じて職員の共通理解の形成を図ってい右か。

また、月間計画の内容は、次の事項を満たしているか。

① 特定の職員lこ業務が集中していないか。

② 月間監督指導計画については、若手の労働基準監督官に必要な経験を積ませ、

監督指導の水準を維持・向上させる観点から、チーム監督の手法を選択している

か。

③ 対象事業場、担当官、実施時期等を明記しているか。

③ 対象事業場は、局が設定した選定基準に照らし、過去の監督指導等における法

違反等の状況や自主点検結果等各種情報を精査した上で、適切に選定してい石か。

特に、署に寄せられた情報に基づく監督の対象事業場は、局が設定した選定基

準（実施の可否、実施するとした場合の優先順位等について、情報から推測され

る労働条件確保上の問題の重要性・緊急性やその具体性・信頼性等を総合的に勘

案したもの）に基づき、適切に選定しているか。

また、選定に当たっては、監督担当部署、安全衛生担当部署及び労災補償担当

部暑がそれぞれ把握している情報を相互に有効に活用しているが。

⑤ 前月までの月間計画において計上されていた対象事業場のうち朱実施のものに

ついて、その具体的な対処方針を明らかにしているか。

（イ） 月間計画は、原則として前月末までに作成しているか。

（ウ） 署管理者は、月間計画が着実に実施されていることを月半ばに確認しているか。

また、実施状況等に問題が認められる場合には、その原因を把握し、必要な指導、

調整を行っているか。さらlニ、月末において実施結果の確認を行い、当月の月間計

画で来実施のものについては、翌月の月間計画に反映させるなど必要な指示をして

いるか。

ワ 年間計画の変更について

①死亡災害・重大災害等の多発、②大規模企業倒産事案の発生、③申告の著しい増

加、④社会的に注目を集める事案・急逮取り組むべき行政課題の発生等その処理に相

当な業務量を要する事案の発生、⑤長期にわたる欠員等、年間計画策定当初に予期し

得なかった状況により、当初の年間計画に大幅な変更が必要になる場合、署において

十分な検討を加えているか。また、年間計画の変更に当たっては、局との協議を経て

いるか。



3 各業務の実施状況

労使やマスコミ等から、特定の事業場に対する指導の実施の有無、指導内容の是非等

について問われる場面が増加している中で、労働基準行政に対する国民からの信頼を

引き続き保っていくためには、一人一人の職員が行政課題や各種情報の一つ一つに問

題意識を持ち、各業務を適切に進めることが必要不可欠である。

とりわけ、監督権限については、法令・通達等に従い、公正かっ斉一的に行使され

なければならない。また、指導を行う際には、指導対象｛即jが置かれた状況に応じた丁

寧な説明に努める必要がある。

このため、署管理者は、復命書等の決裁時等において、一つ一つの事案について法

令・通達等に基づいた適切な処理が行われているか、必要な処理が行われないまま長

期間経過している事案がなし、かを確認するとともに、必要に応じて担当官に対して適

宜具体的な指導・助言を行うなどにより、適切に事案を管理する必要がある。

これ6を踏まえ、以下の点について監察を実施すること。また、問題を認めた場合に

は、その問題が生じた原因等を背景事情まで遡って明らかとし、同様の問題を再び生

じさせないための対策を確実に講じさせること。

(1) 致督指導

ア 担当官は、法令及びその解釈並びに監督権限行使に係る通達等、監督対象事業場

の選定理由及び問題点、監督指導の重点事項等を事前に理解した上で実施している．

台、。

イ 監督指導実施前に、①担当する事業場の過去の監督指導歴、労働災害発生状況、

就業規則等各種届出、申告・相談の状況等の種々の情報を把握・整理する、②当該事

業場に配付・周知するために携行すべきリーフレット等を用意する、などの準備を的

確に行っているか。

ウ 総合監督として実施する監督指導については、重点事項はもとより、重点事項以

外にも着目して実施しているか。

エ 法違反等に対する措置、是正勧告書・指導票等の記載、監督復命書の記載等を適

切に行っているか。

特に、指導票の記載事項については、あたかも相手方の権利を制約し、又は義務を

課すかのようなものとなっていないか、指導が強制にわたるものと受け取られるもの

となっていないか。

また、これらに問題があった場合、署管理者は担当官に対して、適宜具体的な指導・

助言を行っているか。

オ適用条文に疑義がある事案、全社的に是正を図らせる事案等については、暑に持

ち帰り、必要に応じて局に協議するなどにより、組織的な検討を行って対応方針を

決定しているか。

カ 署管理者は、監督指導等に係る復命書の決裁時に、個々の担当官が監督指導等に

おいで必要な確認（障害者である労働者の存否、重点事項等）を行っていること及び

工業的業種に対する監督指導等においてシステムの危険機械・有害業務情報の入力を

適切に行っていることを確認しているか。



キ 署長による判決は、局が定めた基準に従つ．て適切に行っているか。

ク 是正の確認は、適切に行っているか。

ケ再監督等は、適切に実施しているか。

コ 各種相互通報制度に基づいて、適切な時期に通報しているか。

(2) 申告・相談

ア 申告・相談者の置かれている状況に意を払い、懇切丁寧な対応を行っているか。

イ 申告の受理に当たっては、使用者への請求行為、資料提出を必要以上に要求する

など‘の不適切な対応を行っていないか。また、氏名等の秘匿を望む事案で、あって、

申告として受け付ける要件を満たしているものについて、申告を望む場合には申告

処理として受け付け、匿名処理を行っているか。

ク 署管理者は、一部の担当官に未完結事案の偏りが生じることのないよう、申告事

案の担当官の決定を適切に行うよう配意しているか。

エ 申告受理後、直ちに申告監督を実施するなど‘の迅速な処理を行っているか。また、

公益通報者保護法に基づ《公益通報事案について、適切な対応を行っているか。

オ署管理者は、申告事案について、担当官任せにすることのないよう進行管理を適

切に行っているか。また、処理が函難な事案、長期未解決事案等の処理方針について、

署において検討を行うとともに、必要に応じて複数の担当官により対応するなどの組

織的な対応を行っているか。

カ 労働条件に係る紛争については、事案に応じ、個別労働紛争解決制度を説明する

などの適切な対応を行っているか。また、労働条件相談員等を適切に活用しているか。

(3) 司法処理

ア 司法処理規範に基づき、厳正に運用しているか。また、事前送検の積怪的な実施

について、署として取り組んでいるか。

イ 捜査方針及び捜査計画は、組織的な検討の上、決定・策定じているか。司法処理

を迅速に行うため、早期に被疑者の特定、違反条文の検討を行うとともに、必要に応

じて、複数の担当官による捜査、広域捜査、強制捜査等の実施について十分な検討を

行っているか。また、捜査計画は捜査の進展に応じて随時見直しているか。

ウ 捜査は迅速に実施しているか。特に、．労働安全衛生法違反被疑事件については、

捜査上特別な事情のない限り、原則として2か月以内に処理しているか。

エ 署管理者は、①初動捜査からの一定の期間、捜査主任宮を司法捜査に集中的に従

事させているか、②捜査主任官以外の監督官に必要な捜査の補助に従事させるなど必

要な体制を確保しているか、③進行状況を適切に把握するとともに、処理が長期化し

ている場合には、対応策を組織的に検討しているか。

オ地方検察庁との協議については、事案に応じて着手持等の適切な時期に実施して

いるか。必要に応じ、署管理者も協議に参画しているか。

(4) 災害調査

ア 警察機関、消防機関等との連携を図るなどにより、労働災害の早期把握に努めて

いるか。

イ 災害調査は、労働災害の発生を把握次第、速やかに行っているか。また、災害調

査の項目、内容等は、労働災害発生原因を究明し、再発防止対策を進めるために必要



なものとなっているか。

ウ 暑において、災害調査実施後の早い段階で、労働災害発生原因の究明、再発防止

対策等及びこれに関連する法違反の検討を行っているか。

エ 署管理者は、災害調査復命書の作成が迅速に行われるよう、必要な指導・助言を

行うなどし、適切に管理しているか。

(5) 災害時監督

ア 労働者死傷病報告、労災保険給付請求書等を確認するなどの方法により、実施す

ベき対象を全数把握しているか。

イ 実施すべき対象の全数に対し、時期を逸することなく確実に実施しているか。

(6) 安全衛生業務

ア 個別指導及び集団指導は、年間安全衛生業務計画に基づき的確に実施しているか。

イ 計画届の審査等を適切に行っているか。特に、実地調査について、積極的に取り

組んでいるか。

ウ 検査業務を適切に行っているか。

エ 労働者死傷病報告等の各種届出等の受理及び審査を適切に行っているか。

(7) 集団指導・自主点検等

ア 年間計画に基づき、的確に実施しているか。

イ 他の行政手法との有機的な連携を図っているか。

(8) 許可及び認可等

ア 過去に許可した事業場について、許可期限を適切に管理しているか。

イ 各種許認可等に係る調査は、基本通達に従って必要な項目について適切に行って

し、るカ泊。

ウ 処理期間は適切か。

(9) その他の業務

ア 行政情報の適正な管理等

(7) 個人情報の適正な管理

保有個人情報の管理、個人情報保護の重要性等を管理者及び職員に徹底してい

るか。

保有個人情報の漏えいが発生した事案に関し、再発防止策を講じているか。

（イ） 行政文書の適切な管理

行政文書管理を適切に実施しているか。

特に、局において定めた行政文書の管理方法に基づき、監督復命書等の種別ご

とに所定の綴に編綴等されているかを確認等しているか。

イ 広報関係業務等その他の業務を適切に行っているか。



通達 l地方労働基準監察における主要監察項目についてJ新旧比較表 l資担ト2 I 
「地方労働基準監察における主要監察項目についてj

（平成26年5月22日基発 0522第 l号）

1 行政の推進に必要な情報の収集等、関係資料の作成及び分析並びに管内にお

ける行政課題の的確な把握

労働環境の変化に伴い、労働基準行政が取り組むべき課題は噌大し、かつ、

複雑化している状況にある。こうした状況に的確に対処するためには、行政の

推進に必要な各種の情報を幅広く収集するとともに、関係資料として取りまと

め、これを分析して署管内の行政繰題を的確に把握することが重要であるe

これらを踏まえ、以下の点について監察を実施すること。

(1) 行政の推進に必要な各穣の情報の収集等

ア 監督指導結果、申告・相談の状況等の行政実績に関する情報はもとより、

①労働災害の発生状況、②各種届出の状況、③賃金及び労働時間等労働条件

の実態、④倒産状況、＠雇用失業・産業事情の動向等に関する情報ミ⑤建設

工事着工状況等の他の行政機関等が把握している情報等行政の推進に必要な

各種の情報を適切に収集しているか。

これら情報の収集に当たっては、労働基準行政情報システム（以下 fシス

テム」という。）を活用するなどにより、効率的に行っているかο

また、その目的を明確にした上で、自主点検、アンケー卜調査等を実施す

ることにより、行政課題の把握に必要な情報を積徳的に収集しているか。

イ 署に寄せられた個別の案件に係る情報、労災請求事案等の情報については、

労働条件・安全衛生確保上の問題の有無という観点のみならず、時機を逸す

ることなく対応しなければ、将来行政の不作為による責任を関われる可能性

はないか、としづ観点から整理しているか。

ウ 労働災害については、発生状況等の取りまとめにとどまることなく、災害

発生の原因及び安全結生管理体制上の問題まで把握すべく整理しているか。

また、機械・設備等によるもの、墜F喜・転落によるもの等法違反に起因し

たものか否かについて整理している均出

エ 収集・整理した事業場に係る情報は、システムの事業場基本情報に盗録し、

適切に管理しているか。

特に、監督指導を行った支店等の事業場については、システムの企業全体情報

の関連付け笠録を行ってしもか。また、監管指導に当たっては、「最

き事業場を確認Lするとともに、事後に同事業場と確実に関連付けられるよう必要な

登録を行ってし、るか。

（砂 関係資料の作成及び分析

ア 関係資料については、あらかじめ作成の目的及び必要性を明般にするとと

1 

［地方労働基準監察における主要監察項目について」

（平成 12年4月 1日付け基発第242号）

1 行政の推進に必要な情報の収集、関係資料の作成及び分析並びに管内におけ

る行政課題の的確な把握について

労働基準行政に対する行政需要は、社会経済情勢の変化に伴い、増大し、か

っ、被純化する似，，，，にある。これらの行政需要に的確に対処するためには、各

穏の情報を幅広く収集するとともに、関係資料としてとりまとめ、これを分析

して留管内ω行政課wを犯保ーすることが重要であることから、以下の点につい

て舵祭を実施することU

（リ 労働災’存1~'i'. :IR i)l、労働時間の状況、申告・相談件数等の状況、失業率、有

効求人倍率等の状例、過去の監督指導結果を始めとする行政実績等に関する情

報を、労働恭準行政情報システムを活用するなどにより適切に収集しているか。

また、自主点検、アンケート調査等を実施することにより、行政課題の把握

に必要な情報を積仮的に収集しているか。

(21 管内の産業動向、倒産状況、建設工事着工状況等の他の行政機関等が把握し

ている情報を幅広く収集しているか。

（訪 関係資料については、あらかじめ作成の目的及び必要性を明確にするととも

に、必要な範聞で作成しているか。



もに、必要な範囲で作成しているか。また、収集・整理した情報を業種別・

規模別に、かつ経年的な変化が分かるようl乙取りまとめ作成しているか。

イ 関係資料の分析に当たっては、既存の行政課題や重点、事項にとらわれるこ

となく、広く行政として対応すべき問題を含んでいないか、という観点、から

行つでいるか。

特に、①特定の事業場、業種、地域等で職業性疾病（過重労働による脳・

心臓疾愚等を含む。）が発生していないか、②特定の機械を起因物として労働

災害が発生していないか、③特定の事業場について相談が繰り返し寄せられ

ていないか、＠障害者に係る相談事例ではなu、か等に留意し、的確に分析を

行っているか。

(3) 管内における行政課題の的確な把握

署管内の行政課題の把握は、作成した関係資料を十分に分析し、的確に行っ

ているか。

。

ω 関係資料の分析は、行政課題の把握、とりわけ重点対象の選定、重点、対象間

の優先順位の見侮め、重点対象に対する行政手法の選択、投入する業務量の配

分等が明らかになるようなものとなっているか。

また、関係資料の経年的な分析を行うなど中長期的な視点に立った分析を行

つでいるかω さらに、関係資料の個別の評価に止まらず、関係資料金体から総

合的に評価しているか。

(5) 署管内の行政課題の把握は、作成した資料を十分に分析し、的確に行ってい

る台、

2 各業務計画について

署管内の状況等を踏まえ把獲した行政課題に対して、的確に対応するために

は、監督部署一、｝安全衛生部署等が十分な連携を図り、それぞれの業務を計画的

に実施していくことが重要である。このためには、行政運営方針、監督指導業

務の運営に当たって留意すべき事項を示した通達（以下「留意通達jという。）、

監察結果等を踏まえて、暑における組織的な検討によって、年間監督指導計画、

安全衛生業務計画等を策定し、これに基づいた業務運営を図ることが重要であ

ることから、以下の点について監察を実施すること。

(1) 年間監督指導計画について

イ 年間監督指導計闘の策定に当たって、重点対象の設定は、行政運営方針、

留意通達、管内の状況等を踏まえたものとなっているか。

また、各重点、対象については、労働災害の発生状況、労働時間の状況、遵

法水準等の関係指標から当該対象の持つ問題点の所在が明らかにされ、これ

に、ごれまでの監督指導結巣等の行政実績の指標を対比させ、これまでの行

政の対応の効果等を判断した上で、今後の対処方針が明らかにされているか。

口 重点対象が複数ある場合に、重点対象が抱えている問題の軽重、緊急性等

を見極めた上で優先順位を明らかにしているか。

ハ各重点対象に対して選択する行政手法について、当該対象が有する問題点

の刊ー質、その把限状況等から効果的な手法が選択されているか。また、複数

の行政手法が採附されている場合、各行政手法聞において有機的な連係が図

られているか。

ニ 各重点対象に投入される業務量は、行政需要に応じた適切なものとなって



， 

2 計画に基づく業務の運営状況

署においては、監督担当部署、安全衛生担当部署等が連携を図った上で、各

計画に基づき、積極的かつ効呆的に業務運営を行う必要がある。

つ

いるか、また、それぞれの極点対象について少なくとも一定の行政効果が期

待できるt'O且に業務保：が同己分されているか。

ホ 臨検監信業務に投入する業務量を最大限確保するため、当該業務以外の業

務について、実施する必要性、代替の可能性等の検討を行っているか。

へ監傍指導、集間指導等は最大限の効呆が期待できる時期に実施するようさ

れているか。

卜 署選定の震，＇，＼＇：対象に係る~瞥対象事業場の選定基準は、重点対象が有する
I問題の解決に適したものとなっており、かつ、具体的なものとなっているか。

(2) 安全衛生業務計附について

イ 安全衛生業務計l閣は、行政運営方針、署管内の状況等を踏まえて策定され

ているか。

ロ 各行政課題に対して必要な業務量を確保し、実地調査、個別指導、集団指

導等を的確に実施する計画となっているか。

(3) 各計画聞の連係について

イ 監督指導計画及び安全衛生業務計画に関し、例えば、法違反の可能性が高

い対象を監督指導の対象とし、安全衛生に関する高い専門性が必要な対象を

安全衛生部箸による個別指導の対象とするなどの監督及び安全衛生の各部署

の役割分担が明らかにさjもてし、る泊、。

ロ 年間~管指導計liITT と安全衛生業務計画は、例えば、監督指導の結果を踏ま

えて安全衛生部署が集団十盲導を実施するなどの有機的な連係がとれたものと

な弓ているか。

(4) 中長期計画について

イ 単年度で対応が困難な重点対象については、中長期計画を策定しているか。

ロ 中長期計画の進捗状況、効果等を把慢し、必要に応じて中長期計画の見直

しをわっているか、

(5) 年間出：皆指導計！州令各計i聞の変更について

死亡災害等労働災害の発生状況の変化、申告・相談件数の著しい増減、社会

的に注目を集める事案の発生等により、年間監管指導計画等を変更し、又は修

正する必要が生じた場合、署において十分な検討を加えているか。

3 各業務の実施状況について

署においては、監督部署、安全衛生部署、労災補償部署等が連係を図った上

で、各計聞に基づき、積極的な業務運営を行う必要がある。

また、各部箸における業務ば、法令、通達等に従い適切に実施されなければ

ならない。特に、監修指導、検査等の実施に当たっては、その権限行使等を厳

絡に行わなければならないu



また、行政運営の実績及びその効果については、適切に把握・分折した上で、

翌年度以降の計画策定に反映させることが重要である。

これらを踏まえ、以下の点、について監察を実施すること。

(1) 年間監督指導計画等各業務計画（以下 f年間計画J としづ。）に係るI~議員の
共通理解の形成

ア 署管理者は、年度当初において、署内会議等の場を通じて、①年閑計画の

内容、②年間計画の実施により解消しようとする問題点、③前年度までの取

組状況、④当年度以降の対処方針、⑤重点対象、⑥重点対象の選定理由、⑦

重点対象間の優先順位、③監督指導業務及び安全衛生業務に係る各計画間の

連携及び役割分担等を理解させているか。

イ 署管理者の人事異動があった署において、上記アの各事項が十分に引き継

がれているか。

(2) 年間計画に基づいた業務の実施状況

ア 監督指導業務及び安全衛生業務は、年間計画並びに月間監督指導計画及び

月間安全衛生業務計画（以下「月間計画j という。）に基づいて実施している

か。

イ 月間計画の作成等について

(7) 年間計画に基づいて、月間計画を作成しているか。作成した月間計画の

内容について、上記（1）に準じて職員の共通理解の形成を図っているか。

また、月間計画の内容は、次の事項を満たしているか。

①特定の職員に業務が集中していないか。

② 月間監督指導計画については、若手の労働基準監督官に必要な経験を

積ませ、監督指導の水準を維持・向上させる観点から、チーム監督の手

法を選択しているか。

③対象事業場、担当官、実施時期等を明記しているか。

④対象事業場は、局が設定した選定基準に照らし、過去の監督指導等に

おける法違反等の状況や自主点検結果等各種情報を精査した上、適切に

選定しているか。

特に、箸に寄せられた情報に基づく監督の対象事業場は、局が設定し

た選定基準（実施の可否、実施するとした場合の優先順位等について、

情報から推測される労働条件確保上の問題の重要性・緊急性やその具体

性・信頼性等を総合的に勘案したもの）に基づき、適切に選定してい！；；

治、

また、選定に当たっては、監督担当部署、安全衛生担当部署及び労災

補償担当部暑がそれぞれ把握している情報を相互に有効に活用している

か。

' 

さらに、行政運営の実績及びその効果については、適切に把握、分析した上

で、笠年度以降の剖l国i策定に当たって反映することが重要である。

これらを踏まえ、以下の；~Zについて監察を実施すること。
(1) 年間蛇管指導計凶l等各計幽’の実施に当たっての内容の周知徹底について

イ 箸管理者は、作Jj[均担Jにおいて、関係職員会議等の場を通じて、各計画の

内容、計l聞の実施により解消しようとする問題点、前年度までの取組状況、

次年度以降の対処Ji針、重点対策、重点、対象の選定理由、重点、対象聞の優先

l順位等を理解させているか。

ロ 署管理者の人事異動があった署において、管内の状況、行政課題、各計画

の内容、計画の策定の基礎となった関係資料の分析結果、重点対象の選定理

由等が十分に引き継がれているか。

(2) 計画に基づいた業務の推進状況について

イ 監督指導業務及び安全衛生業務は、年間監督指導計画、月別監督指導計画、

安全衛生業務計画等に基づいて実施されているか。

ロ 月目IJ監菅指導計画lの作成について

（イ） 年間監督指導計画に基づいて、月間監管指導計画が策定主れているか。

また、その内容は、 i次の事項を満たしているか。

① 監’皆対象事業場、担当官、実施時期等が明記されているか。

②監督対象事業場の選定が適切に行われているか。また、選定に当たっ

ては、安全衛生部署及び労災補償部暑が把握している情報も有効に活用

しているか。

③特定の担当官に業務が集中していないか。

r 



⑤ 前月までの月間計画において計上されていた対象事業場のうち未実施

のものについて、その具体的な対処方針を明らかにしているか。

（イ） 月間計画は、原則として前月末までに作成しているか。

(9) 署管理者は、月間計画iが着実に実絡されていることをJj半ばに機総して

いるか。また、進捗状況等に問魁が認、められる場合には、その原凶を把催

し、必要な指導、調整を行っているか。さらに、月末において実施結果の

確認を行い、当月の月間計画で未実胞のものについては、翌月の月間引聞

に反映させるなど必要な指示をしているか。

ウ 年間計画の変更について

①死亡災害・重大災害等の多発、②大規模企業倒産事寒の発生、③申告の

著しい増加、＠社会的に注目を集める事案・急逮取り組むべき行政課題の発

生等その処理に相当な業務量を要する事案の発生、⑤長期にわたる欠員等年

間計画策定当初に予期し得なかった状況により、当初の年間計聞に大幅な変

更が必要になる場合、暑において十分な検討を加えているか。また、年間計

画の変更に当たっては、局との協議を経ているかロ

3 各業務の実施状況

労使やマスコミ等から、特定の事業場に対する指導の実施の有無、指導内容

の是非等について問われる場面が増加している中で、労働基準行政に対する国

民からの信頼を引き続き保っていくためには、 人一人の職員が行政課題や各

種情報の一つ一つに問題意識を持ち、各業務を適切に進めることが必要不可欠

である。

とりわけ、監督権限については、法令・通達等に従い、公正かつ斉一的に行

使されなければならない。また、指導を行う際には、指導対象側が置かれた状

況に応じた丁寧な説明に努める必要があるむ

このため、署管理者は、復命書等の決裁時等において、 ーつ一日つの事案につ

いて法令・通達等に基づいた適切な処理が行われているか、必要な処理が行わ

れないまま長期間経過している事案がないかを確認すること。また、必要に応

じて担当官に対して適宜具体的な指導・助言を行うなどにより、適切に事案を

管理する必要がある。

これらを踏まえ、以下の点について監察を実施するとともに、問題を認めた

場合には、その問題が生じた原因等を背景事情まで遡って明らかとしえ同様の

fi 

＠前月の月別監督指導計画において計上されていた監督対象事業場のう

ち未実施のものについて、その対処方針が明らかにされているか。

（ロ） 青i・iJlf/＇ま少なくとも前月末までに作成され、計画の内容、監督対象事業場

の選辻.Jilli I 1、1,'Kd守指導の煎，＇t，＼事項等が各担当官に説明されているか。

H 諸'f~＇Jll! ti'は、 rJの中間及び月末に各担当官の計画実施状況を把握するこ I

とにより箸全体の業務の進行状況をト分把握しているか。

ハ 各業務が言iUliiどおり実施されていない場合、署は原因及ひ’対応策について

組織的な検討を｜分に行い、適切に対応しているか。

(3) 行政効梨の把線について

イ 各重点、対象に係る行政運営について的確に把握しているか。

ロ 杷探した行政効果について分析し、対応策を検討の上、その結果を翌年度

以降のH幽策定あるいは中長期計画の見直し等に活用しているか。



問題を再び生じさせないための対策を確実に講じさせること。

(1) 監管指導

ア 担当官は、法令及びその解釈並びに監督権限行使に係る通達等、監督対象

事業場の選定理由及び問題点、監督指導の重点事項等を事前に理解Lた上で

実施しているか。

イ 監督指導実施前に、①担当する事業場の過去の監督指導歴、労働災害発生

状況、就業規則等各種届出、申告・相談の状況等の穂々の情報を把探・幣県

する、②当該事業場に自己付・周知するために携行すべきリーフレット等をHJ
意する、などの準備を的確に行っているか。

ウ 総合監j腎として実施する監替指導については、霞点事：項はもとより、 [f(i;,

事項以外にも着目して実施しているか。

エ 法違反等に対する措置、是正勧告書・指導票等の記載、監3皆復命蓄の記載

等を適切に行っているか。

特に、指導票の記載事項については、あたかも相手方の権利を制約し、又

は義務を課すかのようなものとなっていないか、指導が強制にわたるものと

受け取られるものとなっていないか。

オ適用条文に疑義がある事案、全社的に是正を図らせる事案等については、

署に持ち帰り、必要に応じて局に協議するなどにより、組織的な検討を行っ

て対応方針を決定しているか。

カ 署管理者は、監督指導等に係る復命書の決裁時に、個々の担当官が監督指

導等において必要な確認（障害者である労働者の存否、重点事項等）を行っ

ていること及び工業的業種に対する監督指導等においてシステムの危険機

械・有害業務情報の入力を適切に行っていることを確認しているか。

キ署長による判決は、局が定めた基準に従って適切に行っているか。

タ 是正の確認は、適切に行っているか。

ケ再監替等は、適切に実施しているか。

コ 各種相互通報制度に基づいて、適切な時期に通報しているか。

ω 申告・相談

ア 申告・相談者の置かれている状況に意を払い、懇切丁寧な対応を行ってい

るか。

イ 申告の受理に当たっては、使用者への請求行為、資料提出を必要以 kに梨

求するなどの不適切な対応を行ってい2まいか。また、氏名等の秘匿を望む事

案で＝あって、申告として受け付ける要件を満たしているものについて、申告

を望む場合には申告処理として受け付け、匿名処理を行っているか。

ウ 署管理者は、一部の担当官に未完結事案の偏りが生じることのないよう、

申告事案の担当官の決定を適切に行うよう配意しているか。

ε 

(4) 監瞥指導について

イ 担当官は、監督対象事業場の選定理由及び問題点、監督指導の重点事項等

を事前に理解したkで実施しているか。

ロ 監督指導の目的、重点事項等の確認はもとより、弦督指導実施前に担当す

る事業場の過去の般債指導歴、労働災害発生状況、就業規則等各種届出、申

告・十1:1；淡の状ilc等の係々の情報を把媛、整理するなどの準備を的確に行って

いる均九

ハ i刊l分i,:K~併とされているIK~皆保導対象を除き、監督指導は、重点、事項はもと
より、重点事項以外にも着目して総合監督として実施しているか。

ニ 法違反の指摘、指導禁の記載、法違反等に対する措置、監替復命書の記載

等は適切に行われているか。また、これらに問題があった場合に署管理者は

担当官に指摘し、必要な指導を行っているか。

ホ 署長による判決は基準に従って適切に行われているか。

へ是正の確認は基準に従って確実に行われているか。

ト 再監替等は適切に実施されているか。

(5) 申告・相談について

イ 申告・相談については、申告・相談者の立場に立った懇切丁寧な対応が行

われているかu

ロ 申告の受卸」こ河たっては、使用者への請求行為、資料提出を必要以上に要

求するなとーの不適切な対応を行っていないか。

ハ 署管理者は、 部の担当官に未完結事案の偏りが生じることのないよう、

申告事案の担当官の決定を適切に行うよう配意しているか。



エ 申告受理後、直ちに11ヨ併舵賛を実施するなどの迅速な処理！を千！っているか、

また、公益通報者保護法に基づく公佼通報事粂zについて、適切な対比、をわーっ

ているか。

オ署管理者は、申告事案について、担当官任せにすることのないよう進行管

理を適切に行っているか。また、処理が困難な事案、長期未解決事案等の処

理方針にqいて、暑において検討を行うとともに、必要に応じて被数の判門

官により対応するなどの組織的な対応を行っているかゐー

カ 労働条件に係る紛争については、事案に応じ、｛附jl/:JJ’働紛守ト解決制度をJfc.
明するなどの適切な対応を行っているか。また、労働条件相談員等を適切に

活用しているか。

(3) 司法処理

ア 司法処理規範に基づき、厳正に運用しているか。また、事前送検の積極的

な実施について、暑として取り組んでいるか。

イ 捜査方針及び捜査計画は、組織的な検討の上、決定・策定しているか。司

法処理を迅速に行うため、早期に被疑者の特定、違反条文の検討を行うとと

もに、必要に応じて、複数の担当官による捜査、広域捜査t 強制捜査等の実

施について十分な検討を行っているか。また、捜資計l由Iは捜貸の進展に応じ

て随時見直しているか。

ク 捜査は迅速に実施しているか。特に、労働安全衛生法違反被疑事件につい

ては、捜査上特別な事情のない限り、原則として2か月以内に処理している

か。

エ 署管理者は、①初動捜査からの一定の期間、捜査主任官を司法捜査に集中

的に従事させているか、②捜査主任官以外の監督官に必要な捜査の補助に従

事させるなど必要な体制を確保しているか、③進行状況を適切に把握すると

ともに、処理が長期化している場合には、対応策を組織的に検討しているかv

オ地方検察庁との協議については、事案に応じて着手II寺等の適切な時期に実

施しているか。必要に応じ、署管理者も協議に参画しているか。

(4) 災害調査

ア 警察機関、消防機関等との連携を図るなどにより、労働災害の早期把握に

努めているか。

イ 災害調査は、労働災害の発生を把握次第、速やかに行っているか。また、

災害調査の項目、内容等は、労働災害発生原因を究明し、再発防止対策を進

めるために必要なものとなっているか。

ウ 暑において、災害調査実庖後の早い段階で、労働J災害発生原因の究明、 If}

発防止対策等及びこれに関連する法違反の検討を行っているかb

エ署管理者は、災害調査復命書の作成が迅速に行われるよう、必要な指導・

ワ

- 1/:t';1i受Ell後11＇（ちに iiI ~1ilifii＇際を’jミー施するなどの迅速な処理を行っているか。

ホ 署管理者は、申告事案についてー、担当官任せにすることのないよう進行管

理を適切に行っているか。また、処理が困難な事案、長期未解決事案等の処

烈方針について、嘗において検討を行うとともに、必要に応じて複数の担当

宵により対応するなと・の組織的な対応を行っているか。

へ ・Jj・働条件に係る紛！［1・については、事案に応じ、紛争解決援助制度を説明す

るなどの適切な対応を行っているか。また、労働条件相談員を積極的に活用

しているか。

（ω 司法処理について

イ 可法処理は、司法処理基準に基づき厳正に運用されているか。また、事前

送検の積極的な実施について暑として取り組んでいるか。

ロ 捜査計画は署として組織的に検討の上策定されているか。司法処理を迅速

に行うため、必要に応じて、複数の担当官による捜査、広域捜査、強制捜査

等の実施について卜分な検討が行われているか。また、捜査計画は捜査の進

展にlふじて随H寺比政されているか。

ハ般台！は迅速に実施されているか。

ニ 署管理者は、進行状況を適切に把握するとともに、処理が長期化している

場合には、対応を組織的に検討しているか。

(7) 災害調査について

イ 軍事察機関、消防機関等との連携を図るなどにより労働災害の早期把握に努

めているか。

ロ 災害調査は、労働災害の発生を把握次第速やかに行われているか。

ハ 署において、災害調査実施後の早い段階で、労働災害発生原因の究明、再

発防止対策等及びこれに関連する法違反の検討が行われているか。

ニ 災害調査は、 •JJ’働災害発生原因を究明し、再発防止対策を進めるために必

要な調査項円、調復内3平等について、適切に行われているか。



助言を行うなどし、適切に管理しているか。

(5) 災害時監督

ア 労働者死傷病報告、労災保険給付請求書等を線認するなどの方法により、

実施すべき対象を全数把握しているか。

イ 実施すべき対象の全数に対し、時期を逸するミことなく確実に実施している

か。

(6）安全衛生業務 ・‘

ア 個別指導及び集団指導ほ勺年間安全衛生業務計画に基づき的確に実施して

し、る治、

イ 計画届の審査等を適切凡行っているか。特に、実地調査について、積極的

に取り組んでいるか。

ウ 検査業務を適切に行っているか。

エ 労働者死傷病報告等の各種届出等の受理及び審査を適切に行っているか。

(7) 集団指導・自主点検等

ア 年間計画に基づき、的栓に実施しているか。

イ 他の行政手法との有機的な連携を図つでいるか。

ω 許可及び認可等

ア 過去に許有した事業場について、許可期限を適切に管理しているか。

イ 各種許認可等に係る調査は、基本通達に従つで必要な項目について適切に

行っているか。

ウ 処理期間は適切か。

(9) その他の業務

ア行政情報の適正な管理等

.(7) 個人情報の適正な管理

保有個人情報の管理、個人情報保護の重要性等を管理者及び職員に徹底

しているか。

保有個人情報の漏えいが発生した事案に関し、再発防止策を講じている

台、

（イ） 行政文書の適切な管理

行政文書管理を適切に実施しているか。

特に、局において定めた行政文書の管理方法に基づき、監督復命書等の

種別ごとに所定の綴に編綴等されているかを確認等しているか。

イ 広報関係業務等その他の業務を適切に行っているか。

(8) 災害H寺院長Fについて

イ 災円ll!i¥'V,i.'/守l土、 -J）’働者死傷病宇tH'i、労災保険給付請求書等を各員するなど

υl)jil;、lこより適切に対象 •Ji:~場がt~lli＼されているか。

ロ 災害・H寺E配管はl時期を逸することなく適切に実施されている油、

ω） 安全衛生業務について

イ 年間の安全衛生業務計画に基づき個別指導及び集団指導について、積極的

に実施しているか。

ロ 計画届の審査等は適切に行われているか。特に、実地調査について積極的

に取り組んでいるか。

ハ検査業務は適切に行われているか。

ニ 労働者死傷病報告等の各種届出等の受理及び審査は適切に行われている

か。

(10) 許認可等の調査について

イ 各種許認、可等lこ係る調査は、基本通達に従って必要な項目について適切に

行われているか。

ロ 処理期間は適切か。

(ll) 賃金関係業務について

賃金関係業務における調査、統計等の業務が適切に行われているか。

(12) その他の業務について

広報関係業務等その他の業務が、適切に行われているか。



通達『地方労働基準監察における主要監察項目について」改正案に係る処理見解について



通達「地方労働基準監察における主要監察項目について』改正案に係る処理見解について

2 



通達「地方労働基準監察における主要監察項目について」改正案に係る処理見解について

3 



通達「地方労働基準監察における主要監察項目についてJ改正案に係る処理見解について

4 



通達「地方労働基準監察における主要監察項目についてj改正案に係る処理見解について
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通達「地方労働基準監察における主要監察項目について」改正案に係る処理見解について

日



通達「地方労働基準監繋における主要監察項目について」改正案に係る処理見解について
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通達「地方労働基準監察における主要監寮項目についてJ改正案に係る処理見解について



通達『地方労働基準監察における主要監察項目について」改正案に係る処理見解について
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笠斗

外国人労働者相談コーナー
平成26年4月18'

局名 開段蝿p)j 対応君語 関殴目 開限時間

j~. 海 遍 監 置 課 員 諮 童曜日 日：00-15:30

岩 手 監 暗 課 英 語 水曜日 日αコ－17:00
中 国 鱈 且曜日 9αコーn:c氾

宮 戚監 画 謀中 国 語 火・水・金曜日 8:45寸7:00

福 島監 量 課 員 語 用・火・金曜日 Eαコー17:00

誠 監 薗
中 国語 用・第1、2金曜日 9αコー11：αコ

安
探英語・スペイン語 火・第七 2木曜日 s:ocトn:c沿

ポ lレ トガル語

宿 木 監 置 援 ス Jて イ ン 語 且・金曙日 8:45-16:30 
英 語

栃 本 書 中 園 語 水曜日〈曹5障〈〉 9:00-16:45 
群 時 A: 白 署ポル トガル語 出～金曜日 9:00・17：（）（コ

王 監 苗 探 英 語 水・量虐日 g，ζXコー11:00
i冒

中 聞 語 メl・木曜日 s:oo-11:cxコ

庄一ーや宇一 草監 置 謀 英 E吾 火・木曙目 ドー－ 9αコ－17：αコ

車 車 監 置 諜 民 語 月.，.I<.金曜巴 9:30-17:00 
中 国 語 出・木曜日 9:30-1 7:（）（コ一一一」

用・出・木曜日 9:oo・16:30央 語

神 奈 川監 箇 諜ポル ト刀 jレ語 ］］＜ ・金蝿日 9:00-16:30 
スベ イン 語 出・木曜日 9:00-16:30 

冨 山 監 薗 課 中 国 語 第3木曜日 9 C幻－17心。
同 署ポル トガル語 ］］＜ ・金蝿目 g:c幻－n:c幻

L一一一一一一一一
高

福 持 監 苗 幌市ル トガル語 眉・木曜白 日15-17:15
中 国 鰐 火曜日 9:15-17:15 

山 車甲 府 ーポルトガル語・スベイシ時 !JI.・水曜日 s:oo-1e:c氾

畏 野監 首 課ポ Jレ トガル密 用.，.I<曜白 8:30-1邑：30

胆 阜監 置 謀ポルトガル語・スペイン語 出～木噌白 8:30-16:30 

監 画
隈ポ Jレト刀 Jレ悟 用・氷・木・古曜日 g:oo-n:c氾

スペイジ語 水・木曜白 9 C氾－17:()()
静 周 晶 松

書 ポ ルトガル語 月～吉晴白 9:00-1ア（）（）
スペイン路 山曜日 s:cxコー17:00

磐 回 署 トガル語 用・木曙日 自主氾－17:00
‘.・，．．，

田監 醤 課
語 出・木曜日 9:30-16:30 

愛 ポ Jレ トガ jレ語 火～童曙自 自30-16:30

」 量 構 署ポ Jレ トガ Jレ語 出・木曜日 9;3oc15:30 

署ポルトガ Jレ箆
四 日 市

第2、4金蝿白 1 0:00-15:00 

重
スペイジ語 出曜日 1 o:oo-1 6:()() 

署ポルトガ Jレ語 火・第1、3金蝿日 10:00-15:00 
理

スペ イ ジ 密 金曜日 10:00-16：（氾

j潜 置 彦 ネ昆 畢ポ Jレ トガル語 水曜日 s:oo-n:c氾
軍医 近 ｝工 ーポ Jレ トガル語 火・木曜日 9：（）（コ－n:c幻

l亙一一 部 監 画 諜英信・ フフンス鱈 火・木曜日 自：oo-n:oo
英 語

月本 －・z木k曜晦日日 9:00-17:00 
太 阪監 箇 課ポ Jレ トガ Jレ語 9:00-17:00 

中 国 語 水曜日 9:00-17:00 

l竺一一 ’E監
督 諜 中 冨 語火・］］＜曜日（第5隙〈〉 g;(J()Cj7;00 

島 視 監 醤 課 中 llil 語 第2、4火曜日 9:00-17:00 

官量
英 語 第2、4水曜日 s:c幻－n:c幻

岡 山 監
操ポ Jレ トガル語 第七 3月曜日 9:00-17:00 

島 監
置 諜ポ Jレ トガ Jレ語 11<.童喧日 9:00-17:00 

応 中 国‘ 語 金健日 9工氾－17:00
福 山 署中 国 語 水曜日 9:00-17：αコ

寵 島監 醤 幌中 国 居 第2、4月曜日・木曜日 8:30-16:30 

祖 同監 督 課英 語 火・木噂臼 9:0口－16:45
長 時 監 留 謀 中 国 語 第七 3水晦日 s:oo-n:cxコ
大 分監 量 課中 国 語 第2、3水晦日 8:3C-17:00 



平成26年4月 18日

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

厚生労働省労働基準局監督課

副主任中央労働基準監察監督官（管理担当）

平成26年度第2・四半期以降における予算申請について

標記について、当課への申請書の提出期限については、下記のとおりとする

ので了知されたい。

記

区 分 刀て 達 日 提 出期限

第 2・四半期 平成26年 7月1日（火） 平成26年 5月30日（金）

第 3・四半期 平成26年 10月1日（水） 平成26年 8月29日（金）

第 3・四半期（変更） 平成26年 12月1日（月） 平成26.年 10月31日（金）

第4・四半期 平成27年 2月2日（月） 平成26年 12月19日（金）

資料6



「函デ寸

平成26年度新規起業事業場就業環境整備事業における受託者との連携・協力体制について

0 事業目的：労務管理や安全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足しがちな新規起業事業場等に対し、基本的な労務管理や安全衛生管理の
要点についてのセミナーを実施すること等を通じて、適正な職場環境形成のための支援を行う。

0 事業対象：原則として、①会社設立又iま分社化してから5年以内、②異業種へ進出してから5年以内、③初めて労働者を雇い入れてから5年以内
の事業場

。主な事業内容：
1新規起業事業場に対する適Eな労務管理及び安全衛生管理の普及指導
①適正な労務管理や安全衛生管理に係る知識を習得させるためのセミナー（全都道府県で少なくとも1回ずつ、全国で54回以上）を実施する。
②セミナーに参加した事業場等で個別訪問を希望した事業場（全国で400事業場程度)Iこ普及指導員が2回直接訪問し、当該事業場の実態に

即した適正な労働時間管理や労働災害防止対策について指導を行う。

2事業周知用のポスター等の作成
事業周知用のポスターやリーフレツト等を作成し、起業する際に手続き等を行う機関（商ヱ会議所、業界団体、金融機関、地方公共団体等）の協

力を得て、ポスターの掲示、リーフレツト等の窓口配布を行う。

都道府県労働局

新規起業事業場への本事業の利用勧奨

新規起業事業場に係る情報を受託者へ提

供T新たな取組】
・・・受託者がセミナーへの参加勧奨に活用

本事業周知用ポスターの掲示

本事業周知用リーフレットの窓口配布

等

－一一一一一品〆

連携・協力体制
の確立

要託者
｛平成25年度の愛読者は

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会｝

セミナーに参加した事業場名簿等を各都道

府県労働局へ提供【新たな取組】

各都道府県労働局に対し、本事業周知用の

ポスター、リーフレツトを送付し、事業の周知

について協力を依頼
等



〆戸、、戸、＼

._) 
新規起業事業場就業環境整備事業セミナー開催結果一覧

開 催 概 要
共催・併催支部~ 開4量日 開催地（会場）

名 称 ；概要（「タイトル』及び説明内容） ； 講師等 配付資料 ! 者参加数 後援等団体

11月7日
小樽市（小樽経済
センター）

01北海道 ..................・H・...＂＇＂＇＂＇園田刊目’

札幌市（北海道ト
11月21日 ラック総合研修セ

ンター）
＝ついて説明

十和田市（富士屋
；・整備事業の概要等 と安各全種

75 基（一準社協）上会北労働
02青森 11月14日 グランドホーJレ）

手研盛修労岡働市セ基ン（準タC公協ー財会） ）岩
ト、職場の労務管 17 単独

03岩手 9月20日

仙城台労働市基（準C公協社会）宮会 47 
仙台労働基準監

04宮城 11月12日 督署
議室）

）
 

I
 

（
 



「；、 ；〕， (2) 、ー，
関 催 概 要

共後援催等・併団催体支部名 開催日 開催地（会場）
名 称 ；概要＜ rタイトJレJ及び説明内容） ； 講師等 配付資料 I 参者加数

秋田市（秋田県社
秋岡県社会福祉

06秋田 12月12日
会福祉会館）

労務管理セミナー 29 法人経営者協議
会

12月2日
山形市（山形ピy （一社）協山形会連県合労

グクイング） J働3色＂、基準

06山形 .......・..............叫”－ー・...・・・＿.. ，日u・・＿.. ・，＿.. ・H・S・........

3月4日
山形市（山形ιピッ 働（一基割準協山形会連県合労

グクイング） jτb百三－ 

・テキスト 際に、押さえてお

07福島 11月25日 郡基準山市協会（郡研修山室労働） 1 3 J等に 労務管理と安全衛 18 単独
セミナ一 生管理の基本について説明

－質疑応答

石会議岡市所〉（石岡商工 22 
石中小岡企商工業相会議談所所

08茨城 10月11日 石策協岡議地会区雇用対



開催概 J 要

；概要（「タイトルj及び説明開 j 講師等 三 町長正-r釧
l 3者数

；・労働関係のここだははポイント 1~雰雲器禁欝字・起業の際に‘押さえて；
如、社会福祉搬における労務管理抑蝕 ＼~~~~；か~n;~3（／）：：＿こ i
・｝策、労働災害の現状と安全衛生対策i岡安全衛生課長 j・やさしい聡場の人事労 i
Hこついて説明 i古川弘 i務と安全満生の基本 ; 
i・厚生労働省が新たに示した指針など指木産業保健推進連！・託業制lを｛同、表えiiにより職場の腰痛対策について説明 謹盟理持 iる．とこがポイシトW

固illillliiiiilii i・厚生労働省指針 ~ 
j i・起業の慌に、押さえて i

i .労働関係のとこがポイント 13等を； ；おきたいl労働関係のここi
高崎市（ピエシト｜「整備セミナーj～人事労務；用いて、醐の労務管理と安全他管晶画歯 然思議よみ；

1明日｜酬 ｜と安全衛生の基本について i理の基本について、鞠を示しながら薗画面画 恥安全繍帥基本

i説明 I . γ就接間！を作ふきEえi
! 5ゐここ炉市イントIV ! 

トM M → ・・-・・ 岡崎…”..--・・t" ”一一…”” ”” ト....... m 一”同”” …ー…？ー “ 1・注恥弘正：＂＂ iiP'iiit:C-"f"' 四 4

~ .労働関係のとこがポイント 13等をj iおきたいl労働関係のことi
伊勢崎市（伊勢崎｜唾備セミナー』～人事労務用いて、職場の労務制と安全衛生管j基盤謹 界史認ぷ時；

12月3日 i市文化会船 ｜と安全衛生の基本につ川 出の基本について、事例学示しながら圃園圃E i務と安全粧の基本 ! 
' j説明 ナー一一－ i・就禽酬を作吾、変え i

' iる．ここがポイント！＼＇.. i ・' 馬f........… ト＂＇＂＇・・－・…一四回一回目十・田.....・－” ” ..... .. ・M ・－－…… …・？…・.....・－…” ….................……・－・－・・－…・1・…・・........ー…”？：延長Wiii.1三由民主ぞ？…一一… M

l太田市（太田商工｜『蜘セミトJ～人事ふ料品銭高謀議 半臨 獄湯江；河｜縄開
.12月5s I会議所） ｜と安全衛生の基本について ；理の基本について、事例訴しながら園圏 第ほ鋪卸基本 1 ！合会群馬支部

I I ！説明 ' i・批業規則を作る、変え i ’ 

.. L iる．こ三.~~~:.f.と土！.＇：＇....... L一一.......... 
＋ ” … ＋””向 ””” …”！” ” ……一 一… 1・ ¥ ・蹴の際に、押さえて i

ト労働関係のここがポイント 13等をい地畠 おii~妙rl"s（／）とと； ｜（一社）全国労働
前橋市（繍テル｜『整備セミナ－1～人事労務j用いて、職場の労務管理技鋪脱退面通晶 ：・やさしい糊白人事労i1191保険事務組合逮

12月9日lサ） lと安全衛生の基本について i理の基本について、酬を示Lながら 圃圃圃 換と安鋪生の基本 i ｜合会群馬支部
I j説明 ! . ¥ ・就業倒I吾作石、蕊え； 目

i . iる．とこがポイントw 1 
' l・起業の際に、押さえて j
i iおきたい！労働関係自ここi

；・労働関係のここがポイント 13等を！:=r-7±'tーター iだけ師イント13官 ； 
i用いて、労働災害防止対策の推進と就園田・白白画面 ; .やさしい職場白人事労；

；業環境の見直しにつ川説明 ー－－ f皇室錨·~~れぇ j
: iる．ここがポイントW i 

；「人事労務と安全衛生の基本J ! l ・蹴の際に、押さえて i
i・採用、労働棚、時間外労働、解 ! i提出！抑関係のこと；
j慮、労働契約、安衛法の目的、第12！コーディネータートやさしじ職場の人事労 j
i次防、安永管理体制、 Pスクアセスメ圃圃・・ 務と安鋪生の基本 ； 
；ント、有害物の規制、安術教育、健康i ．就業規則を作る、変えi
i管官里等について説明 i iる．ここがポイントW i 

('; 寸， 

支部名 開催地（会場｝
称

開催日
名

09栃木I6月25日
栃木市（栃木市文｜社会福祉施設における「労
化会館） ｜務・安全衛生講習会J

10群

11埼玉Is月22日 会修研理管務労
却ムー

μ
H
U
H出
、
J

（
準
室

市
基
修

ま
働
研

た
労
会

い
宝
Aロ

さ
埼
連

12千葉I1仰3日｜謹＝~t薬膳｜労務管浬セミナー

ill 
共催・併催
後援等団体

監

働
準

労

基

木

働

栃

会

労

uu協

木
署
咋
準

栃
督
’
ト
、
基

。。”f 

（一社）全国労働
1221保険事務総合連

合会群馬支部

（一社）全国労働
組｜保険事務組合連

合会群馬支部

（社）埼玉労働基
91準協会連合会
埼玉ボイラ整備
工業会

労
合

県
連

薬
会

千
協

。雄
主
主

h

山
働
会

4
 

。，“



支部名 開催日

10月23S

開催地（会場）

江戸川区（（会社）
東京労働基準協会
連合会研修室）

名

〆ー＼
( ; 
、、J

称

ぺ開催概－._ ＿＿，.要

；概要（『タイトルJ及び説明内樹 ； 欄等 ； 配付資料 ；謬

組

共催・併催
後援等団体

l jコーデイネート i起業白際に押さえて；
2「労災保険給付の実務J 司・・・・ 2おきたu、防働関係のここE

害時鱗器製持葬儀養護誤認寵島義；；·~整会： 521 （公社）東京労働
基準協会進合会

i E・・・ iる．ここがポイントw i 
13東 京I--……↓”… m・，.. .＿・－一一…十一.........田町 M 川町山・・－－・・－“ “…i 一一・......・・m …・・－・田町 M ””＋－ m ”・・……・？””・－・－・.....・a・回目田町 一ート

； らご自主ータ~ ！.起業担際に、押さえてi
I . 1『労災保険給付の実務J ．．．．．． jおきたb、防働関係Pここi

lLll 18日 ｜ 主 端 正 銀 ｜ 室 長語手間擁護系・労務管理と安全鮎管理の臨場開労働基；常国ぬい51側東京労働

連合銅修司 ｜付実務総j ；主君愛機Z諮雪議官糠を説明墾？？会総務；主主繍i~r変え j ｜基準協鎚合会

5月21日
横浜市（（公社）神
奈川労務安全衛生
協会会議室）

固 ・・ ；ふことがポイン四 ； 

；「実務聞かす労働関係法令のポイン；一 一 ；・起灘の齢、一酔えて；
sトJ k..-1品ータ－ 5掛かい1糊聞揮のととz

j・労務管理及び安全衛生管理のポイシ・・・・・ 1云iti:t~:fンi'.'13' -i 
人事・労務管理実践セミナー！トfl:!ついて説明。 i働 生コンサノレタ；・やさしい聡揚の人事労；

i・個別相談（年次有給休暇の基準日をよζムーー－ j務と安全衛生田基本 ； 
司 i統一する場合の留意点、賃金締切日・圃・・ 品物惣使、〓！

（公社）神奈川労
191 務安全衛生協会

I i支払日を変更する場合の留意点3 j i ＂•』」円、.， , ，.日 ； 

1_4神割111-.. －・” ト…” …t・・－＂十 ω ー町一 ；？議正面ぷ付面ぬ弘五三”~＇［＂＂＇＂＂~＇＂＇＂：＇… …？．起ム；；~·：－；~~~－＇［…＿＿＿＿＿＿，＿一一…” 
jトJ ’ i孟ニI.,;i.五一ター iおきたい！労働関係のとこ：

横浜市（（批判 i・労務管理及時金融管理のポイン覇園田 iだけはポィνトi3 ! I＜倒神奈川労
月4日｜制労験全衛生｜人事・労務管理実践セミナーいについて説明 品調 粧 ち サ ル タ i・やさしい酬の人事労； 211~~全衛生協会

協会会髄） ｜ ；・個脚談（欄労働契約について契首』ー ；号車翻意wr変えi 問 A

目 i約期間の上限を設定することの是非、固・・・ iる．ことがポイントW
i就業規則の届出方法） l ' i 

i i.起業の際に、押さえて i
i r労務管君主研修会j l . ふ ；主主主刊誌吸関係のここj

胎内市（中条グラ｜安心・安全な職場づくりのたi・起業等の際に必要となる手続きの流量ー孟品ータ－ i~やさU嚇品工事労；
15新潟I11月間｜ンドホテル） ｜めに 杯、就業規則の整備や変更の仕方等に園・・・ i務と安全縦注目基本 ； 

目 iついて実測を示し説明 ' i・就業規則を作る、変え i
i i iる．ここがポイYトIV i 

i i - A 押さえて i
. I ：労務管理・安金融制の基本を学年ニ己主ータ－ 1おきたい！労働関係りここ；

富山市倍野安｜安全・安心な職場づくりセミ；仕事労務管理と安全粧管理の鶴型開曹 ぺ~~i、私よみ；
日山Is月18日l党F教育 ｜ナー jについて説明。 轟轟量 滋錨謀者変え；

i .質跡答 戸ー－ iる．ここが

（一社）新潟県労
働基準協会連合

361会
新発田労働基準
協会

（一宇劫富山県労171 働基準協会



ぺ
開催概～＿，－要

j概要（『タイトルJ及び説明内樹 I 講師等 ； 配付資料 I:: 
i石川労働局監怪際長 ト起業の際に、押さえて：' i『職場の人事労務と安全街宣の基本j j京好宣 3おきたも、間働関係のここ！

7石川 7月3日｜金沢市（金沢市も｜基礎から学ぶ労務管理セミ ；・蹴事業の概要：＿ i醐・腕、廃止斜労働局担糊周；だけはポイント13 
のづくり会船 ｜ナー Eめと個別労働紛争鞘務管理と安全衛設整改善t首相 j ・特しい職場の人鞘

；生管理の基本につい哨明。 益出合会附；守護錨！~~~変え
ョ・・・・・ iる．ここがポイントIV

i j －起業の際に、押さえて
人事労務管理髄糊起業； 溢幽配土 Eおきたい！糊関蜘ここ
事業場職概整備セミ 1 ・職場の倒労働紛争、パヲーハラス開閉［＿，＿ 納式識よい；
ナー） 子シト、人輸金制勝について説明溢幽士 誠一町基本 : 

i・・・・・・・ i・託業規則を作る、変え t
jる．ここがポイントw ! 

! iょ空~＇.＇－＇轄に入翌三九三 i
山耕一｜努宇都（袖ホ｜安全衛山康問セミバ諸問緑色銭安長よみ出 盤主 ；紫斑む； s2 ／~!¥i労働基糊

I i管理、健康管理についτ説明 圃・圃・・・ 務と安全衛生の基本 ! l両r--・E・－ 1 ・:W畦規則を作る、変え E

' iる．ここがポイントIV l 
j「労務管理に関する説明会・新規起業j上関労働基地監督署長ト踏の際に、押さえて i
j事業場就業環境猿備事業についてJ i児島庄吾 埼きたい！労働関係のことj
i.整備事業の趣旨、基本的な労務管 j伺労災安衛謀長関祐子だけはポイント13 

持品労働災害防止・労働保険について謀議働群帥官 弘法主諸君幹事労；
i説明 ！コ』ディネーター ：・就業規則を作吾、
1－質臨志答 園・・・ ：弘ここがポイントw l 
l r労働基準法のポイントJ ； 与野~~.f.a押時三；

関市（関市文化会｜ γ労働基準法、労働契約の締結、廃止j社会保険労務士 ；間制インl'."'13＇－~！
1岐阜I11月27日｜晶、 ｜やさしい安全管理セミナ－ jめ、解慮、賃金不払い、労働時間、年園圃圃圃圃圃 i.やさしい職場の人事労 i

聞 J I i次有給休暇等労務管理の基本について劃・・・・園 第と安全衛生の藷本

j説明 ； ；♂塑型~1~－1-~え；
1 i・起業の際に、押さえて i
1 jおきたい！労働関係のここj

I i労働時間や休日・休暇等労務管理、安i桂一 泊 E iだけはポイント
2静岡110月1日｜静岡市（踏連会｜職場の就業環境輔のための輔生管理に必要な基本的輔につい溢舗晶 むさしい職場町人鞘 j

館） ｜セミナー jて説明 ー．． i・主繍採れぇj
' Pる．ここがポイントIV i 
i l •誹師作成資料 l 
; i 釦幽~~·，畑今品~·－－~ 1 
j普及指導員 版協慨深虻こ的措ポj

基樹ミら学却労務管理セミ；・起業の際に必要な人事労務管理・安曹曹関＇ 7誌t：.、酬の人事労誌と；
7- j全衛生管理の基本について説明 益企~ j安全密室月齢 1 

掴圃圃 1~：：.~器開会藍比；

. f「
、、ノ

支部名 開催日 開催地（会場）
名 称

18福井1.11月14日
福井市（福井県中
小企業産業大学
校）

20長野I6 月初日 1t~~~幸男？｜労務管理に関する説明会

23愛知I7月30日
名古屋市（（公ヰ土）
愛知労働基準協会
研修室）

(5) 

共催・併儀
後援等団体

労
合

県
連

川
会

石
協

唯一昨ω働
会

内
u
d4

・

（公社）福井県労
38／働基準協会福井

支部

11／上回労働基準監
督署

関労働基準監督署
109／中濃労働基準協会

C会社｝岐阜県労働
基準協会連合会

5／単独

18/ C公社）愛知労働
基準協会



0. 
開催概－，_ ＿＿，要

！ 共催・併催j概要（『タイ川及び説明内割 I 講師等 ； 附資料 j穀｝後援等団体

型 i i.起業四際に、押さえて j
! ! iおきたい！労働関係のここi
l iコーディネータ ：だけはポイント 13 i 
! .起業の際に必要な人事労務管理・安亘孟話一凶孟J-！・やさしい殿場町人事労 i
j金融管理の駄につい明明 戸園E j務と安全衛生の基本 l 

l .就業規則を作る、変え z

iる．ここがポイントw ! 

i i.起業の際に、押さえて i
’ i .労働時間制度や休日・休暇制度、安j iおきtい！労働関係国ととミ

124三重I9月間｜ま：~言葉綜青｜平成2 5年度新規起業事業場議差点E議九謀議：~tt：；主尚歯』 汚思議よみ；
｜萄ー ｜等の就業環境醐セミナ｝執賃金の支払、慨の予告と慨 制 園 圃 圃 拶と安鋪生町基本
1: I i限等について説明 ! ．説業規則封筒、変え i

1 ; .』こがポイント j 

j蹴労伽総務部ト起撲の際に、押さえて；

；・人事労務管混と安全衛生管理のポイ j企画室労働榊調諮部妙庁Tここ！
iントについて説明 j整官 ；・やさしい職場四人事労 j
ト個別労働紛争・パヲハラ事例とそのi大橋 幸男 i務と安全衛生の基本 ; 

i解決法11:.ついて説明． 議届誼品． l~~塑！i~1~、ト~；｛＿ ! 
圃圃圃圃・ ~ .講師作成齢十 ； 

¥ f労務管理上の留意点等についてJ ¥ ! ! 
j『開鰯の労務管理と安全衛生に； ；・起向に押さえて：
ついてj i涼都労働局監督課捷きた勺！労働関係のこ』

E ・明示すべき労働条件、労働時間、振勤労働時間設定代町議ゐ労；
i替休日（援替休日の要件、代休）、割 i改善指導員 ！務と安全満生の基本 l 
j増賃金、最低賃金、年次有給休暇、民笠井倣 j・就糊lを師、変え；
i全衛生教育、セクハラ・パヲハラ等のj iる．ことがポイントIV ! 
j 防止について説明

1 rすぐに役立D債務管理基礎セミナーJ i j・起業の航、押さえて；l ・労働時間・休日・休憩・年間給体棚j社会保険労務士、 抑 制 労 働 関 脇 町 こi

山 2日｜言問お｜な役立つ労務管理基礎セ嬬関野襲撃器店ル開設計；

註解庖制限開臥労働保険・社会保険関係戸・ー－ 1~:eき雪i$.1~、ト~；｛＿ l 
i等について説甥 ! ' l 

27大 阪i.......……”…l 一一…”…m・J……・川田山田・叩 ⑤ ” ”…・…m」． i「すぐに役立つ労務管理基濃セミナーJ i i.起業の際に、押さえて；
と労働時間・休日・休憩・年次有給休暇関i社会保険労務士、 jぞ脅たい1労働関係四ここj

11月 20 日 I~慰謝お伴役吋務管理肺訴閉店；襲撃競争2襲撃詔ζンサル器i送金労；
l i:~曜制限関係、労働保険・社会保険関係圃・・・ i~~警官$.1~、ト~＊－I 
j等につい．て説明 ! 戸一

""' 
（、

主主

支部名 開催日 開催地、（会場）
名 称

23愛知110月29日
名古屋市（（公社） I i基礎から学ぶ！労務管理セミ
愛知労働基準協会｜＋ー
研修室1 " 

C公社）~知労働751 
基準協会

（一社）三重労働211 
基準協会連合会

25滋賀I10月10日 ナセ得
制整職業就

守
プ
「

即
時
叫
れ

↓

Hmズ

（
制
一
川
叫

市
測
ぅ
賀

山
野
ザ
都

守
山
ラ
ル

15同羽虫

26京都Is月29日
京都市（京都府立
総合社会福祉会館｜新設社会福祉施設説明会
ハ｝トピプ京都）

791京都労働局

121単独

12陪'-3！虫



開催概）要
. I・ 共催・併催i概要（「タイトルj及び説明内紛 ； 務 鵬 ； 配付資料 ；穀｜ 後援等団体

；「労務・安全衛生管理セミナーJ j 誌をt協お足
I 1・労働者の定義、労働時間制度、休．＝ ！だけはポイー Il 3 l 

10月21日｜明石市〔明石商IJ介護事業労務・安全衛生管滋・休日・休暇制度、安全衛生管理市益面詰晶 しやさしb峨ぷ人事労；
会議所大会議造的 ｜理セミナー j賃金・解雇・退職・定年制、就業規則，......... i恥安全衛生の基本

i等について説明 ¥ ' .就業酬を作る、変え；
－~· iる．ここがポイントW 1. 28兵 庫I・M・M 岨 …・・十 －－・－－ …－ t－・・・…… ・1 

I r労務・安全衛生管理セミナ－J 1 J今~~みお主主；
llJl 28 日｜姫路市（姫路商工｜介護事業労務省安全衛生管！~9!鱈需品；：：：：蹴白幽 宇廷でぬよみ；

会議所） ｜連セミナー E賃金・解雇・退職・定年制就業規則固・・・ iと安鋪卸基本

；等について説明 、 I . 弘子？？惣~e、トまえ；
j「労務管理等の基本について～新規起；盤盛L i・起業の際に、押さえて i
；~，.，＿の対応～』 想標 土 jまきたH労働関係のここ＝

ト労働時間、特有給休暇、僻と解溢箇箇 ・i~r~品ぷ鞘； 副鞠
i庖制限関係、労働安全衛生管理体制jの事冨言語早川レ訴と安全衛生田韮本 ！ 
！確立と健康診断の実施関係、労働保 作トE画面・・固い1就業棚uを作る、変え i
j険入社会保険関係等について説明 ！問・・・・・ jる．ここがポイントw ! 

; .起業の際に、押さえて i
' l ヤ、 iコー空f三塁）ター：おきたい！労働関係のここi

和歌山市（（公財）｜ i .労働関係の」」だけはポイJ ト13圃・・・・・ iだけはポイント13
30和歌山I9Jl1s13 I和歌山地域地臓｜労務管理の基礎からセミナー持を用いて、職場の労務管理・安全術空需冨 込やさしい醐白人事労 i

業新奥センター）｜ i生の確保等のポイントについて説明 園圃圃 ．議錨if;r'衰え；
； iる．ことがポイントW ' 

糊労働基準臨署 ；・起業回航、押さえて；i『労働基準関係説明会J i滞Z方面主径弁上晃 Eおきたいl労働関係のここg

日 19日i鳥取市（鳥取県労｜新空襲事業蹴業環境整備じ界選著器禁鰐？？持i開門官 ；官官、話：~~1鞘； 331：：労働基準監

働抑制｜い 僻隣自災保附上4土；：秀樹~－~－－l
31鳥取し胸 -j..副一一……↓一一…四 一 ……；…一一一…輔副 ー… 戸 元 日 一 … 沌 業 の 以 前 日 ？ ” 白い … 

! E担きたい1労働関係のここj

同 15日瀧Z設器立｜喫手苧蹴業環境蹴；会塁語塁誉繋禁5ち｝｛
｜ j明 γ一－一一 1. 就集規~IJ在作る、変え i

1 i iる．ここがポイント政 ' 
； j・起業町際I＞：、押さえて i

I i j松江労働基準監督 jおきたb、！労働関係のここi
抑制（一樹島｜『あなたの織をサポ｝トし；手織貯金2島常務議議献金 衛生課長 1~；~~持品i柑 j ｜｛ー剖島根労働

路島 根I2月7日｜重労働基準い会｜ますJセミナー jについて説明 1：~~＇＊＝>11: i号室芸能法九ぇj 叫基準協会一 I y質問 園田弘ここが利ントlV l 
i・幹部作成資料 ． ＝ 

，－、
町、、・

支部名 開催地（会場）
称

開催日
名

29奈良I2月14日 A

－
A
L
 

K
9
 

aa
－E

’
 

研理管務労者営経

電
組

県
問
、
志

良
協
M
H

操
環
騨

市
家
時

良
工
主
）

奈
気
合
場

・'1 位

71単独

91単独

71単独

131単独



開 催 祇ム） ゐ 要

- 1 I 共催・併催
；概要（「タイトルJ及び説明内容） ； 誹師等 ； 酎資料 j謬l後援等団体

i r践の悶…き吋働関； 切除縦三：

「、 .~ 

支部名 開催地（会場）開催日
名 称、

(8) 

岡山市（ピュア9I槻起業職場等に対する支持のポイントについてj j普及指導員 iだけはポイント 13 i 
33岡山18月2日 17ィ ま 削 除セミナー（説明ム） ！・労働基準法、労働安全衛生隣の概－－－ ・やさしい醐白人事労 E

' 、 百 i要と、労働基準監腎署への届け出書 置・・・・圃圃 務と安全衛生田基本 ー

10同主連虫

！類、事業揚備付書類等について説明 l i ・就業規則主作る、変主 i
; ; Eる．ここが司王イントJV i 

； ；・起業白除、押さえてE
E『労災実務講習会j ! iおきたいl労働関係のここi

34広島｜一時ザパー｜膨？？と安鋪ベ謀関：協議室2言葉組長ニ労働安掛かお｜錨雲脚
i Iこついて説明 F・・・・・・・ 1・就業規則を作る、変え i
i 1 jる．とこがポイントw ~ 

i i i・起業白際に、押さえて；
！「新規起業事業場における労務管理、 f i封書旬、！労働関係のここ；
i社創最険の基礎知識J j並耳世帯呂 iだけはポイント13
; .新親起業事業揚の労I務管理の妥点、温畠画逼晶圃E ！．やさしb、職場の人事労 i
i主土会保険のポイントについて説明 置．．．．． 圃 i湾と安全衛生周基本 ~ 

；．個別キ目談 ； 与竺雪製宗~~'i－~え；
35山 口12月4日｜耳目）（海峡か｜労働条件整備セミナー 6陪~虫

；「婿煩の労務管酌 ； ；おきたb、
．起業の際に、押さえて i

同島I2月 26日替需品雲閣照宮町一トしま鎮静蘇詳鰐鱒両副~1* I~~難生； 121単独

；暇等について説明 ； 誌．ここがポイントw I 
；・蹴町際に、押さえて；
iおきたい！労働関係のここ；

高松市借川労働｜平成25年度就業環境整備セミ j員長等正：；：；－~宅量日持Mn<』間四国V勺村上誠 jだけはポイント13 ! 
7月30日｜妻子会館大会議 ｜ナ｝～職場の人事労務と安全；・労糊除社会保険等、錦創業支清宮禁生課 守主主謎覧会事労；

3'.J i傭包～ i揺骨密畠『司いず穏間 同一一 ト就業棚lを師、変え i

高松労働基準監
351 

督署

jる．とこがポイントJV l 
37呑川ト” M M ト…一…”十一一一 一一回 …十”問山中一一随一一～… : “”“一－・－i 一一”… …j… 4 

；「就業環境整備セミナーJ j高松労働基準監督署i・起業百際に、押さえて i
i .労働条件の明示と就業規則作成・届 j第ー方面主任監督官おきたいI労働関係自ここi

高松市（香川労働｜平成お年度就業環境整備セミ i出等及び労働災害防止対策と健康確保村上誠 iだけはポイント13 ~ ｜高松労働基準監
10月17日！基準会館大会議 ｜ナー～職場の人事労務と安全i対策等について説明 j同 署 安 錦 繍 i・やさし峨掃の人事労 i 371督署

劃 ｜衛生～ ；・労働保険、社会保険等、各種創業支迫村i由美子 持主錨銭安Z変え； I 
j援対策等について説明 溢 邑 』 iる．ここがポイントW

；・個別相談 1－・ 1 ~ 



支部名 開催日 開催地（会場）
名 称

／＼ 

開 催 概一要

；概要（「タイ川及び説明内容） I 講師等 ； 配付資料

i i香Jil労働局労働基増 i l 
i i部監管課専門監管 i

参加
者数

i旦
共催・側壁
後援等団体

；・糊に介被保険施設として設立したi宮 川言明に、押さえて；

日目ii2月間躍繍働Ii懇話器麟を吋議議都知善説排諜；~i~Jf.：こい｜呑j伽
室〕 ｜ ；いて、酬をおと詳僻説明 畿昌窓 j・就業制l雄吾、変え i；個糊 ；高松市長寿福祉輸；論議事｝ンペ

i位保険課課長締佐 i
j新 一 郎 i l 

I r地域密着型サービスの取組と質向上j ；議官協蒜ぷ；
iをめざして峨揚環境づくりの留意点Jl jだけはポイントl3 i 目

松山市（愛媛県総｜平成25年度認知症対応型サー；・労働時間、週休制、変形労働時間 j埜丞霊墾皐－ 1：やさしい職場の人事労i 9nl愛媛県社会福祉
38愛媛Is月四日 i合社会福祉会館≫ Iピス事業開設制度 浦j 休日踏と代休育断賎休業制圃・園 町鋪卸基本 I 協議会

I i度：短時間労働者濯；九れ時の労働条件戸・ーーー ド就き哩型主守子、警え j ' 
；の朋示、健康診断等について説明 ！ ；？編成掛川 ； 

I ・儲の除、押さえて i
z担きたいl労働関係のここij・労働時間等の管理、労務安全・衛生j jだ抑制Yト13 ' 

高知市（高知会 l平成25年度新規膿職場に！管理、労働保険・社会保険等についてi普及指導員 l ・やさしい臓の人事労 i
39高知！日間｜館） ｜対するセミナ｝ i説明 圃・圃圃 持団鋪卸基本 i

I 、 ；・質疑応答 ー圃－ ~~~！~~問問え；
101単独

； ；・講師帥資料 i 
j・労働保険入社会保険の手続、雇用契； ； 
i約書の締結方法、賃金支払い5原測、； i・起業の際に、押さえて！
；変形労働時間側、 3~協忠年次有給！ iおきたいl労ヂ関係のここ；

肌 6日｜飯塚市開工｜竪一一ミ；醐協議官弘需 要溢晶 lzzi!r~~~~：~ 1 401：：~商工鎚
会館） l’ j管理の基本について説明 i・・・・・ i・鵠棚砕石、変え i

~ .質疑応答（社会保険被保険者の加入i jる七三こがポ＇.:iントW l 
i要件（〆ート、役員｝、パート社員の！ : ・ ：停剛予感賃特 1 i健康診断、助峨金等） 司 ! I 

ω福岡｜－一一ーし－・－-・・・- .• j －… ---・ ---・---；.…………”…一↓… ”” ；一 一………； m ，田町一一一T-労働保険～社会保険の手続、雇用契j ! .起業の際に、押さえて j

12月9日
朝倉市（朝倉市商
工会朝倉本所会
議室）

j約書の締結方法、賃金支払い5原則、 i jおきたν、！労働関係自ここi
i変形労働時間制、 36協定、割増賃金i Eだけはポイント 3 i ‘ 

わかりやすい社会保険・労働jの計算方法等職場の人事労務管理、安普及指導員 j・やさしb鴫場の人事労； 151福岡県商工会連

i保険のセミナ｝ ；全衛生管理の基本について説明 園・・・ ：号室錆器許取i l合会
l .質疑応諸事（社会保険被保険宥の加入i jるヤリ同イントW

営側、パート舗の健康診断； r~i1偏向資料 i 
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関 ｛畠 概
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要
支部名 開催日 開催地（会場）

名 称 ；概要（ r ?7-1' J-;vJ及び説明内容） i参加
共催・併催

講師等 配付資料
i者数

後援等団体

福岡市（社会保険
1~tお酷けfき出た噛叫イ醐シζH耐蜘sえこてζ1; 

40福岡 12月16日
労務士法人COM 基礎から学ぶ労務管理セミ z・やさしい職場の人事労 i 福岡県中小企業

MI TMENT会 ナ｝ i曹と安全措生の基本 24 家同友会経営労

議室） i ・就溌規則を作る、変え i 働委員会

Iる・．鶴師こ｛こ融がポ資料イントIV I 

嬉野市（嬉野市コ Iて『糊』齢 制 る 蝿 開 問 、 ；i歪丞謹草皐ー

Iお－起き業た担い際！労に｛晶、関押係さのえとてこii 
jだけはポイント13 i 佐賀県宅老所会

10月16日 ミュニティーセン 労務管理セミナー
トj限労、働労働時間保険の管等理につ、休日、年次有給休

l務・やと安さ全し衛い職生場の基の本人事労! 25 
ター楠風館）

北部地域
いて説明 ； 5る・就．業規«•Jポを作イる、変え a

1 ここが ントIV l 
；・起業の際に、押さえて i

『介護施設における労務管理につい ！ i空きたはさいポしイい！労職ン働場ト関白1係人3の事こ労こ2

41佐賀 li月5日
唐津市（北波多公 労務管理セミナー いてj労働時間の管理、休日、年次有給休.霊．盆．室．主．皐．ー． lだ－ゃけ i 21 佐賀県宅老所会

民館） I務る・就．と安業こ全規こ衛則が生ポを作イ町基るン本、ト変IV l 

北部地域
暇、労働保険等について説明 ぇi

i 

佐屋賀）市 (TO JIN茶 I~的位制一目幽 Iおだ－起きけ撲たはいのポ際イ！労にン働、ト関押1係さ3四えこてこil 
佐賀県宅老所会

12月19日 労務管理セミナー i務・やと安さ全し衛い臓生場の基白人本事労 il 30 
iー・労、働労働時保間の管理、休日、年次有給休 北部地域

l良、 険等について説明 i.就業規則を作る、変え i
iる．ここがポイントw i 

i I ・起柴田際に、押さEのえこてこii 
f人事労務・安全衛生の基本J 1＜一社）長崎県労働 おきたい！労働関係 （一社）長崎県労

42長崎 9A 5日
長崎市（長崎県漁 労務管理セミナー

3・労働関係のことだの人けはポイント 13 i基事務準局協会長代長府崎支部5だけはポイント1a I 121 働基準協会
協会館） j等に基づき、 職場 事労務管理、 安 i ！務る・－設．やと業安こさ全規とし衛がい則職生ポを場作イの基町るン本人、ト事変町労え ' 長崎支部

；全衛生管理の基本について説明 田・・ ； 

I止点「』と「社労務会福管祉理施上設のにトおプけノるレ労防働止災害防； i・起業体、押さ引
（一社）熊本県労

熊県本民交市流（館くパまもレと
ラ の留意l熊 ！おだきけたはいポイ！労ン働ト関1係3自』』Z; 働基準協会

43熊本 11月26日
臓の就業環境整備のための i全課本労衛働生局専健門康官安 トキさしい脚白人事労 i 45 C公社）介護労働

ア） h ナー i・職場の労務管理、安全衛生管理の基調IJ 信－ i務と安全衛生の基本 ‘； 安定センタ｝

j本について説明 i I .就業酬をi筒、 !II'"-i 熊本支部
j iる．ここがポイントIV i 
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開 催概要

支部名 開催日 開催地（会場） 名 称 ；概要（『タイトルJ及ひ説明内容） I 競鵬 I 配付資料 I参者加数 霊童生鍛

；「やさしい人事労務と安全衛生の基 社書？引健山会震岡労安働仁金保基準麦監懇 ＼一ら担.や即.~金叩主さζ‘しζ、枇iも5揚嚇ポ時鍋イ際耐句払ン保湖本トのえ酎N こてと 労
労務安全管理基礎講座（新規i本j ； （一社）大県

44大分 2月7日大分市（さ分アP起業事業場就業環境整備セミト安全衛生法、労働災害事例を中心 40働基準協分会
ストンホアノレ） ナー） ；に、人事労務管理、安全衛生管理の基 大分支部

；礎的なテーマについて説明

宮崎市（宮崎県ト 新規起業事業場就業期蜘；；・『安山全衛知生対品策位の·~基四本日J 宮市を中心 I らそ益三ター；Iお宇・起野き業たの~惜際なI~働、よ関押と係さ？のーえこてと iI 23単独

日崎 1月17日釘ク協会鵬会セミナー ；自ナ丈事事端部長おいても説田i園 持iる．論ことが窮ポイン乏トIV:l 
鹿児島市（ホテル

46鹿児島 11月27日 ス夕イ）セイアネック

那覇市（沖縄県男 10単独
9月10日女共同参画セン

ターているる）

47沖 縄…....・・・・ ・………

那覇市（九州沖縄 ・14単独
12月四日 トラック研修会

館）

i 12, 486 
合計 65回 ＝ ・ ' 

）
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（
 



1年未満保存

機密性 1

事務連絡

平成26年4月10日

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

厚生労働省労働基準局監督課

管理担当中央労働基準監察監督官

監督・監察担当中央労働基準監察監督官

平成26年度新規起業事業場就業環境整備事業受託者への協力について

新規起業事業場や成長分野へ進出・業態変更を行う企業においては、労務管理や安

全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足していることが多い。そのため、本省委

託事業として、基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施す

るとともに、専門家を派遣して指導を行うことで、こうした事業場における適正な職

場環境を形成するための支援を行っているところです。

しかしながら、当該事業が対象となる事業場に十分に認知されていないこと等から、

セミナー会場によっては参加事業場数が少ない場合も多く、なおマ層の活用促進を図

っていく必要があります。

そこで、平成26年度の事業受託者である公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

（以下「全基連jという。）が、対象とすべき新規設立事業場に参加案内を行うことが

出来るよう、各労働基準監督署に届け出られた適用事業報告から把援した情報を本省

で集約して提供する等、事業の効果的な実施のための協力を行うこととしましたので、

下記により、本省あて報告していただきますようお願いします。

なお、セミナーに参加した事業場の情報につきましては、全基速から、都道府県労

働局あてに情報提供がなされることとなっていますので、集団指導の対象事業場の選

定等に活用してください。

司い
M

－一＝ロ



1 報告事項

平成25年度に各労働基準監督署に届けl:¥:lられた適用事業報告（有期の事業に係る

ものを除く。）のうち、①事業の種類、②事業の名称、③事業の所在地（電話番号）、

④労働者総数計

2 報告方法

貨局において、本委託事業による支援の対象とすることが望ましいと考えられる

事業場（件数が多い場合には適宜選択して差し支えないこと）について、上記1の

内容を表形式（様式は任意）で取りまとめ、電子メーノレ又はFA Xにより、本省監

督課監察係に報告すること。

3 報告期限

平成26年 5月 30日（金）

担当監督課監察係

津田

上回

米谷

(FAX 03-3502 6485) 



平成26年度新規起業事業場就業環境整備事業に係る報告

局）

①事業の種類 ②事業の名称 ③事業の所在地（電話番号） R労働者数総言 備考

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



I 資料8

｜ 若者の「使い捨てJが疑われる企業等への対応策の強化 f一一一
！概要 l
劣悪な雇用管理を行い、若者の「｛吏い捨てjが疑われる企業等については、日本再興戦略（平成25年6月14日
閣議決定）をはじめとして、各方面でその存在と対策の必要性が指摘されている。

・このような企業等では、長畳盟堂盤や賃金不払残業等、法定労働条件に係る問題の存在が想定されるため、

法違反が疑われる企業等への監督指導等の実施等を行うとともに、労働者等の一助となるよう、以下の施策を

墨撞主盈。

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化

26年度予算額：197,345千円

「労働条件相談ダイヤル（仮称）」の設置

国夜間・休日に労働基準法等に関して相談を受け付ける、フリーダイヤル電話相談（委託）
※相談受付時間（予定）：平日 午後5時～午後！OP寺（局署との連絡時間午後3時～午後5時）

土日 午前10日寺～午後 5時

9月を目途に開設予定

「労働条件相談ポータルサイト（仮称）」を設置
・労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相談先の紹介をする等、労働条件に関する

悩みの解消に役立つポータルサイトを設置（委託）

大学等での法令等の周知啓発
・大学生等が、今後、実際に働くにあたって有用な知識を付与するセミナーを全国で開催（委託）
※ 10月～12月に、全国を8ブロックに分け、計21回開催予定。



資料9ー1

1 。年 保 存

機 密 性 1 

平成 24年 10月5目から

平成 34年 10月4日まで

基発 1005第 5号

平成24年 10月5日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

障害者である労働者の労働条件の確保・改善等について

障害者である労働者の労働条件の確保・改善等については、平成 15年に大津地方裁

判所において、知的障害者である労働者の法定労働条件の履行確保に関し、労働基準

監督署（以下「署」としづ。）による監督権限の行使について違法があったなどとして、

国に損害賠償責任を認める判決が下されたこと等を踏まえ、これまでも、平成 15年4

月8日付け基発第0408001号「知的障害者である労働者の労働条件の確保・改善につ

いてJ（以下「0408001号通達」とし寸。）等により、関係行政機関との連携の上、的

確な対応を行うよう指示してきたところである。

今般、障害者虐待の早期発見が国の責務として定められている障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23年法律第 79号。以下「障害者

虐待防止法」としづ。）が、平成 24年 10月 1日から施行され、都道府県労働局等の対

応等に当たっては、平成 24年9月 24日付け地発0924第3号「障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行にかかる対応要領についてJの別添

「使用者に£る障害者虐待の防止に関する対応要領J（以下「対応要領」としづ。）が

定められたところであり、今後における障害者である労働者の労働条件の確保・改善

対策については、障害者虐待防止の観点も含め、下記により的確な推進を図られたし、。

なお、 0408001号通達は、本通達をもって廃止する。

ロい雲闘



1 障害者虐待防止法の施行に係る基本的な対応について

(1) 障害者虐待を発見するためには、どのような事案が障害者虐待に該当するのか

を認識しておくことが必要であることから、障害者虐待防止法及び対応要領の内

容について職員に十分に周知すること。

(2) 障害者に対する虐待はあってはならないものとの観点に立ち、使用者による障

害者虐待に該当する事案については、都道府県労働局が主体的に対応するもので

あることを十分認識し、対応要領に基づき迅速かつ確実に対応すること。

(3) 申告・相談、監督指導、許認可調査等の各種機会において、障害者虐待が疑わ

れる事案の把握に努め、当該事案を把握した場合には、都道府県等の関係機関に

対して具体的な情報を積極的に提供すること。

特に、障害者が暴行等、を受けるなど、人道的見地から緊急に対応すべき場合に

は、直ちに警察機関等に連絡すること。

2 障害者虐待防止法の周知について

使用者による障害者虐待の防止について、パンフレット「使用者による障害者虐

待をなくそう」等の周知資料を活用し、説明会、集団指導、監督指導等の各種機会

に広く使用者等に周知を図ること。

3 申告・相談、通報等に基づく的確な対応について

障害者である労働者については、申告・相談、投書、報道等による情報、都道府

県からの通報又は障害者雇用連絡会議や関係機関からの情報により、その法定労働

条件の履行確保上の問題があると考えられる場合には、日寺機を逸することなく監督

指導を実施すること。

なお、監督指導の対象については、これを幅広くとらえること。

4 監督指導時の対応について

各種監督指導時においては、障害者である労働者が使用されているか否かを必ず

確認し、使用されている場合には、労働条件明示の内容及び方法、賃金の額及び支

払の方法、事業附属寄宿舎の有無及びその実態、障害者虐待の疑い等を確認するこ

と。この場合において、関係書類の点検や使用者からの事情聴取のほか、必要に応

じ、労働実態の現認や本人及び同僚等からの事情聴取等によって実態の把握に努め、

法違反がある場合には所要の措置を講ずるとともに、重大又は悪質な事案について

は司法処分も含め厳正に対処すること。

また、障害者である労働者に係る法定労働条件の履行確保上の問題の有無につい

ては、これを幅広くとらえ、積極的に指導すること。

5 最低賃金の減額の特例許可について

使用者から庵害者である労働者に係る最低賃金の減額の特例許可が申請された場

合には、使用者に減額の特例奪由に該当する事実をできる限り具体的かつ客観的に



明らかにさせ、申誇内容の事実確認に当たっては、実地調査により減額の特例許可

を受けようとする障害者である労働者の労働実態を十分に把握するとともに、必要

に応じ、他の労働者、家族等の関係者からも意見を聴取する等慎重に対応し、許可

の適否を判断すること。

6 関係機関との連携について

障害者である労働者に係る問題事案の対応に当たっては、障害者虐待の防止、障

害者の雇用の安定や生活の支援等の観点からも、職業安定行政や都道府県等の関係

行政機関と、積極的かっ効果的な連携に努めること。



資料9-2

1 。年 保。存

機 密 性 、2

平成 24年 ll月初日から

平成 34年 ll月 29日まで

基監発 1130第 l号

平成 24年11月初日

都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

障害者である労働者の労働条件の確保・改善等に係る留意事項について

障害者である労働者の労働条件の確保・改善等については、平成 24年 10月5日付

け基発 1005第5号「障害者である労働者の労働条件の確保・改善等についてJ（以下

「局長通達」としづ。）により指示されたところであり、下記に留意の上、その適切な

実施に遺憾なきを期されたい。

「
戸
】

1 関係機関、局内関係部署への情報の提供（局長通達記の 1(3）関係）

情報提供を行う関係機関としては、①養護者や障害者福祉施設従事者等による障

害者虐待φ事案、障害者の一時保護が必要な事案については都道府県福祉部局、②

暴行や監禁など刑法犯に当たる事案については警察機関が考えられること。なお、

都道府県労働局（以下「局」としづ。）内においては、①著しい暴言・無視や同僚等

による障害者虐待を使用者が放置すること等、主に心理的虐待や放棄・放置による

虐待など、の事案については職業安定部、②セク、ンュアノレハラスメント防止のための



必要な措置が講じられていないような事案については雇用均等室となること。

また、障害者虐待に該当するか否かについては、使用者によるもの以外も含めて、

これを幅広く捉え、明確な事実確認ができない等の場合であっても疑わしい状況が

みられるときは、これを放置せず、都道府県の担当部署に問い合わせ等を行った上

で、指導権限を有する行政機関等へ情報提供を行うなど、適切に対応すること。

さらに、労働基準監督署（以下「署j としづ。）が、速やかな対応が必要であるこ

とから直接関係機関等に情報提供した事案については、局労働基準部監督課（以下

「局監督課」としづ。）へも情報提供すること。

2 申告・相談事案への対応について（局長通達記の3関係）

障害者である労働者に係る申告・相談、投書等については、障害者であることを

理由とする賃金不払等、使用者による障害者虐待に該当するおそれがある場合は、

平成 24年9月24日付け地発 0924第3号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律の施行にかかる対応要領について」の別添「使用者による

障害者虐待の防止等に関する対応要領J（以下「対応要領Jとしづ。）の第2の2の

(8）に基づいて適切に対応すること。

3 監督指導時等における情報収集〈局長通達記の 1(3）及び4関係）

(1）各種監督指導時における情報収集

各種監督指導時においては、障害者である労働者が使用されているか否かを必

ず確認し、使用されていることを把握した場合には、労働基準関係法令違反の有

無に限らず、障害者虐待が行われていなし、か可能な範囲で幅広く情報収集に努め

るなど、的確に対応すること。障害者虐待が行われているかどうかについては、

局長通達の記の4や対応要領の第lの2の（3）のアに記載された例も参考としな

がら、確認に努めること。

なお、障害者である労働者が使用されている事業場に対しては、障害者虐待の

有無に関わらず、パンフレット「使用者による障害者虐待をなくそうj等を活用

して、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律J・（平成

23年法律第 79号。以下「障害者虐待防止法」という。）の内容について説明を行

うこと。

(2）都道府県からの報告事案に係る監督指導時等における情報収集

都道府県から報告を受けた事案に対しては、対応要領の第2の2の（3）及び（4)

に基づき、必要に応じて、報告の対象となった障害者や関係者等から事前に通報

（届出）内容を聴取する、監督指導時において使用者から事情聴取を行う等によ

り、情報収集を行うこと。



なお、知的障害者については、障害の程度により、本人からの事実確認が困難

な場合も想定されることから、必要に応じて保護者から情報収集すること。

4 監督指導時の具体的措置、対応等〈局長通達記の4関係）

(1）使用者による障害者虐待に該当する労働基準関係法令違反の場合

使用者による障害者虐待に該当ずる労働基準関係法令違反は、身体的虐待に該

当するものとして強制労働、経済的虐待に該当するものとして中間搾取（使用者

が行うものに限る。）並びに障害者であることを理由とする賃金不払、解雇予告手

当不払及び最低賃金違反等が考えられる。監督指導時に、これらの違反を確認し

た場合には、局長通達記の4に基づいた対応を行うこと。

なお、監督指導実施後には、対応要領に基づき、当該事案について、局監督課

を経由して局総務部企画室（以下「局企画室」としづ。）に確実に報告すること。

おって、強制労働に該当するなどの事案については、被害労働者を早期に保護

することが何よりも求められることを踏まえ、関係機関と連携して迅速に対応す

ること。

(2）労働基準関係法令違反ではない障害者虐待の場合

監督指導時に、労働基準関係法令違反と断定できないものの、対応要領の第1

の2の（4）の（参考）に挙げられているような使用者による障害者虐待、養護者に

よる障害者虐待文は障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の実態が疑われる

状況を把握した場合は、別添リーフレット「障害者虐待防止のためにJ等を活用

して、障害者虐待防止法の内容について説明した上で、以下のとおり対応するこ

と。

なお、障害者虐待の実態が疑われる状況とは、必ずしも障害者潅待の事実が明

確に確認されている必要はなく、対応要領の第1の2の（3）のアに記載された例を

参考としながら幅広く捉えること。

ア使用者への説明ー

確認した事実から障害者虐待に該当する可能性があることを、別添リーフレ

ットの「障害者虐待の具体例」を示しながら説明し、障害者虐待に該当するお

それがある事案を発見した場合は、障害者虐待防止法に基づき、幅広く関係機

関等に通報する必要があることから、当該事業場の状況についで、関係機関等

に対じて情報提供する旨を伝えること。

イ 関係機関等への情報提供

帰庁後、直ちに、事案の詳細について局監督課に報告し、上記Iを参考に、

局企画室を通じて関係機関等へ情報提供すること。

なお、身体的虐待をはじめとする刑法犯の該当が疑われる場合には、署にお

、



いても、警察機関に即時に通報すること。

使用者による障害者虐待が疑われる事案の場合には、対応要領に基づいた対

応を行い、養護者による障害者虐待又は障害者福祉施設従事者等による障害者

虐待が疑われる事案の場合には、まずは関係機関に対して電話で状況を伝え、

必要に応じて、対応要領様式2 「労働相談票」を利用するなどにより、情報を

提供すること。

〔3）安全衛生基準に関する措置

監督指導時に、労働安全衛生法令に規定する措置が採られているかについても

的確に確認し、必要な指導を行すとともに、当該障害者である労働者の障害の特

性を踏まえた上で、事業者が適切な安全衛生対策を講じるべきことにも留意する

こと。

5 最低賃金の減額の特例許可に係る実地調査における対応（局長通達記の5関係、）。

最低賃金の減額の特例許可に係る実地調査においては、許可を受けようとする障

害者である労働者及び比較対象労働者の労働能率化ついて、平成 20年7月 1日付け

基勤勤発第 0701002号の別添「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」

に基づき、従事させる作業の実績による数量的な把握を確実に行うこと。

6 経過の記録

上記2から 5までに係る経過については、監督指導時の状況は監督復命書の参考

事項意見欄に、都道府県からの報告事案等の経過は、対応要領様式2「労働相談票J

の処理経過欄等に、詳細に記録しておくこと。

署管理者ιおいては、監督復命書の決裁時等に適切な対応がなされているか確認

すること。

7 局内関係部署との連携（局長通達記の6関係）

局内関係部署との連携に当たっては、使用者による障害者虐待が疑われる事業場

であれば労働基準関係法令に何らかの違反がある可能性が高いことをも踏まえ、職

業安定行政や雇用均等行政が主担当とされた事案についても、可能な限り合同で調

査等を行うことも含めて、局企画室と必要な調整を行うこと。



8 局監督課における管理

局監督課においては、都道府県から報告を受けた事案や署から情報提供のあった

事案等、局監督課及び署で何らかの対応を行った事案を把握し、事案の処理が適切

に行われているか管理すること。

9 本省報告

社会的な問題となりそうな事案についてはJ当面の問、幅広に、本省監督課へ随

時報告すること。



資料9-3

1年未満保存

機密性 1

事務連絡

平成25年 5月21日

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

厚生労働省労働基準局監督課

監督・監察担当中央労働基準監察監督官

使用者による障害者虐待事案の報告について

標記については、平成 24年 11月初日付け基監発 1130第 1号「障害者である労働

者の労働条件の確保・改善等に係る留意事項についてJ記の9により、社会的な問題

とな・りそうな事案を本省監督課へ報告するよう指示されているところですが、使用者

による障害者虐待事案への対応状況を的確に把援する必要があるため、当分の問、下

記により報告いただきますようお願いします。

記

1 報告対象

報告対象は、以下のいずれかに該当する事案としてください。

(1）労働基準監督署等において、労働基準関係法令違反を認め、使用者による障害

者虐待に該当することを確認した事案

(2）社会的に問題となりそうな事案（身体的虐待や障害者年金の搾取等が疑われる

事案、マスコミが取材している事案等）であって、労働基準関係法令違反が疑わ

れるもの

2 報告時期

報告時期は、以下のとおりとしてください。

(1）上記 1(1）の事案については、是正勧告後速やかに報告する。

(2）上記 1(2）の事案については、都道府県労働局監督課で把握後速やかに報告し、



以後は、監督指導の実施時等、事案の進捗状況に応じて随時報告する。

3 報告内容及び方法

報告に当たっては、担当あてにメ戸ノレ又はFA Xで、以下の資料を送付してくだ

さし、。

(1）使用者による障害者虐待に係る報告（平成 24年 9月 24日付け地発 0924第 3

号「障害者虐待の防止、、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行にか

かる対応要領について」の別添「使用者による障害者虐待の防止等に関する対応

要領」（以下「対応要領Jとしづ。）の様式 1）及び添付資料

(2）労働相談票（使用者による障害者虐待）（対応要領様式2)

(3）当該事案に係る監督復命書の写し

(4）当該事案に係る是正勧告書の写し

(5）当該事案に係る申告処理台帳の写し

(6）その他関係資料



資料9-4

「障害者虐待の防止、障害者の賛護者に対する支援等に関する法律」 （以下「I章害者虐
待防止法」〉が平成24年1。月1日に施行されまレだ。この法律は、障害者の尊厳を守り、
自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見の
ための取り組みゃ、障害者を現に養護する人（養護者〉に苅レて支援箔置を講じることな
どを定めたちのです。

・「使用者ーによる障害者虐待jとはe 三

法律では、 「養護者による障害者虐待」 「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」

「使用者による障害者虐待」の3つについで、それぞれの防止等を規定していますが、こ
のリーフレットでは、 「使用者による障害者虐待」を解説します。

「使用者」とは、障害者を雇用する事業主まだは事業の経営担当者その他その事業の労

働者に関する事項について事業主のために行為をする者〈工湯長、労務管理者、人事担当

者など〉をいいます。使用者が事業所で使用する惇害者について行う、次のページのよう
な行為を「使用者による障害者虐待」と定義レています。

。厚生労働省・都道府県労働局



障害者虐待の具体例
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1

・'.i：身体的虐待

一一
住み込みで食事を提供すること

になっているにもかかわらす食事
を与えない、仕事を与えない、意
図的に無視する、放置することで
l健康・安全への配慮を怠るなど。

j－一一 司

障害者を衰弱させるような蓄しい減食または長時
間の放置のほか、他の労働者による1～3の虐待行
為の放置など、これに準じる行為を行うこと。

障害者であることを理白に賃金
等を支払わない、賃金額が最僅賃
金に満たない〈※〉、強制的に通
帳を管理する、本人の了解を得す
I lこ現金を引き出すなど。
（※〉都道府県強働局長から最｛~賃金の

｜減額特倒許可を受けている場合について
は、減額後Q)最（岳賃金に満たないとき．

i：＇.，$~i 経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他、障害
者から不当に財産上の利益を得ること。

接融韓議盤融機i
虐待が発生レている揚合、虐待をしている人（虐待者〉、虐

待を受けている人〈被虐待者〉に自覚があるとは限りません。

虐待者が、 「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を

続けていることや、被虐待者が、自身の障害の特佳から自分の

されていることが虐待だと認識していないこともあります。
また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待

者が無力感から諦めてしまっていることちあります。



1事業主の責務、
H
 

，
 

障害者虐待防止法では、以下のとおり、事業主の責務が定められています。

障害者虐待の防止のための措置
J.' 障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため（1)(2）のような措置を講

じることが必要です。

（日労働者re:対する研修の実施

障害者虐待を防止するためには、障害者の人権についての理解を深め、障害の特
性に配慮した援し15や住事の教え方などを学ぶことが大切です。
障害者虐待の防止に向けて、治働者に対する研修を実施する、労務管理担当者を

各種研修会ヘ参加させるなどの取り組みを行いましょう。加えて、職場内で率直に
意見交換できるような漂境を作ることも重要です。

障害者や家族か8の苦』情処理体制の盤備

雇用する障害者やその家族からの相談、苦情などに対応するための相談窓口を開
設し、その周知を図ることが重要です。

て，Z；不刺掻取扱いの禁止

(2) 

事業主は、労働者が遇報や届出をレたことを理由に、その労働者に対して、解雇
その他不利益な取り扱いをしてはなりません。

撞謹襲手議襲韓議齢構撃韓機構議議
障害者虐待防止法では、虐待の発見奮は、市町稲または都道府県に通報する義務があり、

また、虐待を受けた障害者は届出をすることができます。

使用者による障害者虐待を受けたり、虐待を受けた恐れのある障害者を発見しだら、ま

ず、事業所所在地の市町村まだは都道府県の障害者虐待苅応窓口にご連絡ください。以下
の流れで、都道府県労働局ヘ報告されます。渥報などの秘密は守られます。

都
道
府
県
兇
働
局

通報・届出

都
道
府
県

市

報告町

通報・届出

虐
待
を
発
見
し
た
人

虐
待
を
受
け
た
人 遇知

報告を受けだ都道府県労働局〈労働基準監督署、ハローワークを含む〉
では、都道府県と連携を図りつつ、所管する法律の規定lこよる権限を
適切！こ行使レます。

村



Al 

A2 

A3 

障害者虐待防止のだめの従業員研修を行う場合、どのような研修内容lこすればよ
Iいでレよ，うか？

障害の特性を理解し、障害者への接し方などを学ぶ研修や、どのような行為が障

．害者虐待に該当するのか、障害者虐待を事業所で発見レた揚合にどこに報告し、事

業所としてどのような指置を行うのかなどの研修を実施することが考えられます。

1障害者や家族からの苦情処理体制の笠備とは、具体的ピどのようなζとをすれば
ヘよし〕のでしょうか？

事業所内で発生レた惇害者虐待に関して、相談担当者（または担当部署〉を決め、

周知を図否ことが重要です。また、相談の悶容や状況に応じて、相談担当者（また
は担当部署〉と人事部門が連携を図るなど、万が一、事業所内で障害者虐待が発生

した揚合にJ事業所内で適切に対応ができる体制を整備することち重要です。

1 事業所内で虐待が発生じだ場合‘都道府県労働局（本ζφ点るな権灘高：fミ慢す忍の；
じで将ょうか7 、 ， 、 •. h" z仏、 ；万二，

都道府県から報告があったかどうかにかかわらず、労働基準法、障害者雇用促進
法、男女雇用機会均等法など、所管する法令lこ違反する障害者虐待が行われている

恐れがある湯合には、所轄の都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークの職
員が事業所に出向くなどレて、調査レ、必要な指導等を行います。

・その他、不明な点は、お近くの都道府県労働局総務部企画室へお聞

い合わせください。適切な窓口をご案内します。

ぞう薦制J輪



障害者虐待防止の抱めに
同石~

・障害者虐待防止法（平成24佳 tn日t同摘仔1
開．．，‘~.~ －.－唱・・－.. .I 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 （以下「障害者虐

待防止法」 3は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁
止するとともに、その予防と早期発見のための取組や、障害者を現に養護する人〈養護
者1に対レて支援措置を講じることなどを定めたものです。

まだ、国および地方公共団体の責務ち定められています。

f障害者jとは

障害者虐待防止法では、 「障害者」とは、障害者基本法で規定する障害者と同じく「身
体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。〕その他のI~＼身の機能の障害がある者で
あって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活まだは社会生活に相当な制限を受け
る状態にあるちの」とされています。
ここには、 18歳未満の者や障害者手帳を取得していない湯合ち含まれます。

． 『障害者虐待』とは

障害者虐待防止法では、 「養護者による障害者虐待」 「障害者福祉施設従事者等による
障害者虐待」 「使用者による障害者虐待」の3つについて、それぞれの防止等を規定して

います。
1 賞護者による障害者虐待
2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
3 使用者による障害者虐待

資’都道府県勢働局において行うこと
障害者虐待防止法に基づき、以下の対応を行う10要があります。

① 使用者による障害者虐待に対して、都道府県と連携を図りつつ、所管する
法律の規定による権限を適切に行使すること

② その他の障害者虐待に該当するおそれがある事案を発見レ疋揚合、関係機
関ヘ通報すること

③ 障害者虐待防止法の内容に関する広報を行うこと 等

。厚生労働省・都道府県労働局
(H24.11) 



障害者虐待の具体例
、・＇ .. 

以下のような行為が障害者虐待と定義されています。

「指導・しつけ・教育」と思っていても、知らす知らずのうちに障害者虐待

に当たることを行っていないでしょうか？

虐待行為

i 身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのあ
る暴行を加えること、または正当な理由なく障害者
の易体を拘束すること。

2 性的虐待

障害者に苅レてわいせつな行為をすること、また
は障害者にわいせつな行為をさせること。

・3, 4、理的虐待

障害者に対する著しい暴言、箸レく拒絶的な対応、
不当な差別的言動その他、障害者に著しい山理的外
傷を与える言動を行うこと。

4•· 放棄・放任による虐待

食事や排池、入浴などの身辺の世話や介助をしな
い、障害者を衰弱させるような著レい減食または長
時間の放置のほか、他の労働者による1～3の虐待
行為の放置など、これに準じる行為を行うこと。

? 経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他、障害
者から不当に財産上の利益を得ること。

｛列

たたく、つねる、なぐる、熱湯
を飲ませる、異物を食べさせる、
監禁する、危険・有害な場所での
作業を強いるな．ど。

裸の写真やビデオを撮る、理由
もなく不必要に身体に触る、わい
せつな図面を配布する、性的暴力
をふるう、性的行為を強要するな
ど。

脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、
拒絶的な反応を示す、他の障害者
と差別的な扱いをする、意図的に
恥をかかせるなど。

食事や水を十分に与えない、衛
生環境を悪化させている、痛気等
でも病院へ連れて行かない、必要
な福祉サービスを受けさせない、
仕事を与えない、意図的に無視す
るなど。

障害者である乙とを理由に賃金
等を支払わない、賃金額が最短賃
金額に満たない、本人の同意なレ
に財産や預金を勝手に処分する・
運用する、日常生活に必要な金銭
を渡さないなど。

r)!;;_J1[1£ll~議鱗動：：場！？蝉輔自主：；
虐待が発生している揚合、虐待をしている人〈虐待者〉、虐待を受けている人（被虐待

者〉に自覚があるとは限りません。虐待者が、 「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切

な行為を続けていることや、被虐待者が、白書の障害の特性か．ら自分のされていることが

虐待だと認識していなし1ことちあります。
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保有個人情報漏えい事案（平成26年1月～）
（労働基準局監督謀）

｜ 資料10ー1 ｜ 
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再発紡止対策

プリンタ から出先した労働者死傷病紐告の傑式を審窓口に置く
際に、他の書類が理入していないかを確認し伝かった，

平成24年度に実施した定期監督に係る監督復命害等をIll綴する綴
が2分間作成されていた．設廃棄したさ該監督復命害等は2分冊目
の屈に語録されていた可能性がある．この2分間闘の緩を詰って埠
存年随前に廃棄したもの．

平成田年2Jl27日に‘保存期mが潜了した行政文書ファイルの
廃業を行うに当たり、廃棄する行政文書ファイルのリストを作成し
た際保存年限が平成田年3Jl31自である6行政文書ファイルが
銀ってia’還されていた岨
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事正面F訂瓦
全職員に対し今回の文書揖交付事業の軽過等を鋭明し、個人情報を含む文書の写しをとる

隙I率、他の書類が紛れないよう．机上を受理し、事業ごとに作業を行うこと．必ず彼数人で
！型雪書類が混入していないかの確認〈ダブルチェック］を形式的に行わず、確実に行うよう
子面河て．

また‘事議場から濃かった書績を返却する際にも、必ず後数人で他の害額が寝入してい伝
いかの確認｛ダブルチェック］を形式的に行わず．確実に行うよう指示．
局においては、管下の署によ記向容を徹底．

①署においては、金峨貨に対し今回の文書面曲覧・1曜の盛軍事吾首百c:-京芹著丈百富有高の
後式等を署軍口に置〈際には．その中に他の文書が，E入していないかを、必ず後数人で確認
tダブルチェック〉すること．

＠局においては管下の箸に上記内容を徹底．

①署におμては、書類の紛失を防止するため．会覇軍に対しモ、一番頭百aー雇E軍支百ff事Wf
への格納を徹底すること及び書類の廃棄に障しては 1歓ずつ内容を確担することを繍示．
併せて保有健人情報の適Eな保蟻・管理の徹底を指示．

＠局においては紛失事案の防止を固るため‘管内の全労鋤益準監瞥署長に対し．書類の保管
について基本的な作業手順等を進守し．廃棄する行政文書の中に、保存年限前の行政文書が
含まれていないかの磁盟を徹底するよう指示．

。著＝おいては文書廃棄時の鼠廃棄を防止するため、会膿員に対し、文膏廃棄時のダブル
チェッタ体制の確立．文書廃棄跨の釜本的な作業手順の遵守、行政文書ファイルの盈虚登
頓の徹底を指示．

＠局においては、管内労働基準監督署長及び公共職業安定所長を参集し、行政文書ファイル及
ぴ健人情報管漫の徹底．廃棄文書リスト作成時のダブルチェック等の徹底を指示．全職員を
対象に業海文書管理に係る研修を定期的に実絡を決定．

。署においては．引継ぎを行う制《後任者に前継ぎ家事i：＇寝る間属重量頭 1操 莫 田 市 富 百 一 ｜
と 署管理者は引継が確実に行われたかを確実に確認行うよう指示. ＂＇た、全ての引継事案
Iこ係る間係書頬が専問の保管場所に保管されているかを確実に確臨するよう指示．

＠局においては．署長会鑓において同議事業の再発を防止するため 引継ぎ育法や引継ぎが行
われたことを組織的に確認するよう指示．

①著においては．全聡員に討し今回の文審議送付事案の雇過等を説萌亡、一面ス1昔話H'ti王量一
を受付郵送する際I＜.専用の作集スペースで作業を行うこと. 1通ごとに作業を行うこと、
必ず線数人で宛名等を確認した上で封入すること｛ダブルチェック〕を形式的に行わず‘確

②実に行うよう指示．
局においては、今回の文書観送付の発生を踏まえ．、管下の全署所長に対して．保有個人情
報保援の管理の再徹底についての緊急要旗文を通達し．郵送時等における義本的な確箆勧作
の蒋徹底について指示．また署所長会鎌において．個人情報の保被・管理の徹底を改めて指
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事務連絡

平成 22年 LO月 22日

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

厚生労働省労働基準局監督媒

監普・監察担当中央労働基準監察監督官

監督開帳業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の徹底について

都道府県労働局における個人情報の管理の徹底については、平成 17年6月 28

日付け地発第0628001号「都道府県労働局における保有個人情報管理由徹底に

ーついてJを始めとする種々通達等により指示されていることに加え、当課から

も繰り返し全国会織のI.I-'や事務連絡により、その徹底について指示している止

ころである。

しかしながら、依然として時間外労働協定控えの誤送付等的事案も多く発生

している状況下において、①司法事件の送致に係る報道機関への広報資料に添

付された被害金額一覧表について、被害労働者の実名が誤って記載された事案、

②匡治処理を希望する相談情報に基づく臨検監督を実施した際に、当該相続的

記録票を事業場に置き忘れ、かつ、事案発生後においても管理者が漏えい草案

として扱わず、被害労働者への謝罪等に迅速、的確に対応していない事案が相

次いで発生したところである。

これらの主たる原因としては、①については、第三者に交付する予定的書類

の一部が決裁時に未添付であったこと、また、局協議事案とされ、協議が行わ

れたにもかかわらず、局においても十分な確認が行われていなかったこと、＠

については、匿名処理を希望する事実であったにもかかわらず、臨倹監督に個

人情報を含む書類を携行したことのほか、事案発生後において、管理者は、匿

名処理を希望している事案ではないと誤解し、さらにそのような場合には個人

情報漏えい事案として処理する必要は無いと誤って判断したことが挙げられる．

ついては、監督関連業務に係る個人情報の管理状況を、特に下記事項に留意

の上、再確認し、必要な対応を行うようお願いする。

記

I ①、②ω事案に関連する再発防止対策等

(L) ①的事案関連

各種目許認可申請事案、捜査関係・未払賃金立替払等に係る照会事案、広

報等第三者に書類を交付する事案等に係る決裁については、添付書類の有無

を確認し、添付書類が有る場合はその内容も吉めて確認するよう徹底するこ
レ
、ー・

その際、局・署管理者は、定型的な書類で、ワー‘プロ等により以前作成し

た書類の内容を一部修正して使用するものについては、個人情報がもれなく

修正されているか確実に確認すること．

(2) ②の草案関連

ア 平成 18年6月 23日付け基監発第0623001号『事業場等を臨検する場合

における関係書類的取扱いについてJに基づき、「氏名を明らかとするこ

とを否とする事案Jについては、個λ情報が吉まれる関係書類は携行しな

いことを徹底すること．

また、上記以外的場合であっても、事業場訪問の際に、他の事業場の情

報を侍書する場合には、必要最小限とするとともに、携行物を適切に管理

すること等について、職員に徹底すること．

イ 局は、予め職員に対し、どのような事案が個人情報漏えいに該当するの

か、調えい事案が発生した際にどのように対応するのか等を示しておくと

ともに、署から事案的発生に係る報告を受けた際には、署がどのように対

応しているのか十分に把握L-.必要な指示指導等を行うこと．

2 その他の再発防止対策等

(I) 個人情報が吉まれている書類を発送する際に行う、複数の職員による書

額の内容の確認作業について、具体的にどのように実施されているのかを

確認すること。

(2ト USS等外部電磁的記録媒体的庁内での一時使用、庁外持出しの管理が、管

理解等により適切に行われているか、確認すること．特に、 USB等が必要の

都度貸し出すことと在れ、事実上の個人貸与といった不適切な管理状況に

なっていないか確認すること．

(3) ファクシミリ等で文書を送付する際には、予め仮送信する等7アクシミ

V番号等について娯りがなb、か十分に確認するよう徹底すること．

また、ファクシミリ送信により報告を求める旨の文書を送付する際には、

報告が誤って第三者に送信されることのないよう、文書に記殺されたファク

シミリ番号について、誤りがないか十分に確認するよう徹底すること．



｜ 資料10-3 1 ｜ 資料10-4I 

事務連絡
匡歪亙圏

平成 24年 4月 24日
号事務連絡

平成 24年 3月 22日

都道府県労働局労働基準部監督課長殿

厚生労働省労働基準局監管課

監督・監察担当中央労働基準監察監督官

監督関係業務に係る行政文書の適正な整理、保管状況の確認等について

監督関係業務に係る行政文書（以下『行政文書Jという．）の適正な整理、

保管は、円滑な業務運営や保有個人情報漏えい防止の観点からも重要です．

しかしながら、今年度、事実上処理が終了した申告事案について上司の決

裁を得ないまま事案を完結とし、大量の申告処理台帳を自宅又は異動先に持

ち出していた事案や申告処理を終了後、申告処理台帳が所定のファイルに綴

られておらず、同台帳を紛失した事案が相次いで発覚したところです．

これらの事実は、適正な申告処理や保有個人情報保護に関する労働基準監

管機関に対する国民の信頼を失墜させるものです．

ついては、年度末を迎えるに当たり、申告事案等の処理中の事案の引継ぎ

を行う時期となっていることから、処理済の行政文書にあっては関係綴に確

実に編綴保管されていること、処理中の行政文書にあってはξめられた箇

所に整理されていることを確認し、問題があれば、その徹底のための必要な

指導を行うようお願いします．

都溜守県労働局労働基韓日監督課長殿

厚生労働省労働基準局監督課

監督・監察担当中央労働基準監翁監督官

監督関係業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の一層の徹底について

都制守県労働局における保有個人情報の管理の徹底については、平成17年6月28日

付け地発第0628001号制崩守県労働局に制する保有個人情報管理の徹底につb、てJを

J台めとする種々の通過持により指示されていることに加え、当自財もも繰り返し全国会

議の場や事議活訴各等によP、その徹底について指示しているところです．

しかしながら、今年度に入って昨日までに監笹関係業務に係る行政文書の漏えい事案

として発覚した事案I北EにB件を数え、中でも時間外労f動に関する協定等の誤送付事案

が3件、同協定の紛失が疑われる事案も3件発生しています，

これらの事案については、保有個人情撃が含まれている書類の郵送時における基本的

な遵苛事項である、複数人による内容確認（以下『ダブルチェックJという．）が適切

に励行されていないことが発生原因と考えられるものがか澗兄にあります，

4月は多くの書類が送付等される時でもあり、また、人事易動等により保有個人｛雨量

の漏えいを防止するための備jが徹底されていない状況もあるものと考えられます．

つきましては、これまでの指示の繰り返しになりますが、署での書類の郵送F寺におけ

るダブルチェッタの実施を徹底させるとともに、暑においてダプ汗チェックが具体的に

どのように実施されているか、宛名だけでなく郵送する書類町中身についても十分確認

Lているかなどについて貴給自ら把握し、ダブルチェックを始めとする保有個人情報の

漏えい防止のための取組が適切に案施されるよう、必要な指導をお願いしま1九



都湖守県労働局労働基綿n監督課長殿
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事務連絡

平成 25年4月 11日

厚生労働省労働基準局監督課

監督・監察担当中央労働基輩監察監督官

監督関係業務に係る個人情報漏えいの防止のための管理の一層の徹底河こついて

都通苛県労働局における保有個人情報の管理の徹底につ山ては、平成17年6月28日

付け地発第0628001号『都翻練労働局における保有個人情報管理の徹底についてJを

始めとする種々の通達等により指示されてい石ことに加え、当課からも繰り返し全国会

議の場や事議漣絡等により、その徹底について指示しているところです．

しかしながら、今年度に入って昨固までに監皆関係業務に係る行政文書の漏えい事案

として、時間外労働l乙関する協定の誤送付事案が、既に5件も発生Lていると報告があ

ったところです．

これらの事実はすべて、保有個人情報が含まれている書類の郵送時における基本的な

遵守事項である百瀬数人による内容確認（以下「ダプJレチェックlというJ という作

業手順が適切に励府されていなかったことが発生原因としてあげられています。また、

誤封入の原因としても、＠作業スペースの確保左整理整頓がなされていなかっ士、金L

事審ご止に担，j!j!言忘れていなかった、といった基本的に配慮すべき事項にも問題が認めら

れています。

4月は多くの書類を処濯しなければならない時期でもあり、また、人事異動等により

作業担当者も不慣れであるなどにより、保有個人情報の漏えいを防止するための各種指

示が徹底されていない状況があるものと考えられま1九

つきましては、これまでの指示の繰り返しになりますが、暑での書類の郵数時におけ

るダブルチェヮク主での作業手順や諦切に宰抗するよう再唐徹底していただくようお

願いします。併せて、との機会に局審の瞥督業君臨晶隈部書におけ呂保宥個λ情報漏えい

防止のための具姐＂＂＇な持軒置が ！＇のよ弓にlF"められ、また、実悼Jいして、各部暑でYのよ

うに徹底表れ軍用＝忘れているのか等について、青地自ら相提L.JI:，居草な対院をしてい

ただくようお膨Eいしまi".
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機密性 2
平成 26年 2JI 18 11から

平底 36~＜ 2R 17 IIまで

都道府県労働局労働基準部監＇~線長殿

基監発第0218第 l号

平成 2~年 2 月 18 日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

監督関係業務に係る行政文書の適正な管理の徹底について

行政文書の管理については、厚生労働省行政文書管理規則（平成 23年厚生労働省訓第

20号）、厚生労働省行政文書管理規則運用マニュアル（平成23年4月l日．以下 fマニュ

アノレjという．）等によることとされているが、例えは准督復命事では‘その是正状況によ

って完結の時期が異なること、保存期聞の異なる使用停止等命令書等や再監督復命書等を

一緒に綴る習慣があること等から、必ずしも適切に保存、廃棄等が行われていない事例も

みられる．

一般に監督指導等に関する行政文書については、労働基準監官官が職務権限に基づし、て

収集した企業号車個人の重要な情報が記載されていることから、より慎重な管理が求められ

るべきものである．

そこで、監督復命書等労働基準監督官が取り扱う主要な行政士書（監督1¥l命書のほか、

申告処理台帳、災害調査復命書、使用停止等命令書等。以下 f監督夜命書等jともサ。）に

ついて、下記事項に留意的上、名局において、その実情に応じた具件的な管理万祉を定め

るとともに、その確実な運用を期されたい。

記

l 監督復命書等の種別ごとに完結綴における編綴方法及び廃棄の方法を具体的に定める

こと。

その際、次の事項に留意すること．

（！）監督復命書等の術宇期間につも、ては、事案が完結した年度を起点として保桐明間ω
満了日が到来したか否かを判断すべきであることから、監督指導等を裁匝した日的属

する年度の翌年度以降に完結した事実（以下「繰越事案Jとb汁。）に係る監督復命

書等については、監督指導等を実施じた年度のB.lに編綴するめではなく、完結目的属

する年度においてt制韮事業用の綴を別に作成して編綴寸る等、区分して管理する必要

があること．

121 使用停止等命令、出頭命令（労働基準法第 104条のZ等に基づくもの等行政処分に

該当するものに限るJ等の不利益処分に該当する行政文書の保存期間は、これら以

外出監督復命事等0）保存期間と異なり 5年であることから、不利益処分を含む監督復

命高等用的績を）jljに作成して編綴する等、区分して管理する必要があること．

;31 h政機関山保有する情報の公開に閑オる法律｛平成 II年法律第42号）又は行政機

間U)f品有，1－る個人情報山保護に関する法待（平成 15年法律第58号）に基づく開示請

求又は審査請求があった監督復命書等については、マニュアノレ36頁 fく保存期間の延

長〉」により、「③現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために

必要とされるものjにあっては「当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日か

ら起算して1年間j、『＠開示請求があったものJにあっては『開示決定等の日の翌

日から起算して1年間J保存期間を延長しなければならないとされているので、総務

部企画室と調整の上、保管方法をg11に定め、確実に保管すること．

2 未完結的事案に係る監督復命書等の管理方法について、具体的に定めること。

特に、人事異動寸る者が担当していた未完結の事案に係る監督復命書等を後任者に引

き継ぐ方法及び舵実に引き継がれたことを主滋量的に確認する方法についても定めてお

くこと。

日 完結した事案に係る監督復命書等が所定の綴に遺掃なく編綴されているか、未完i結の

事業に係る皆陸間命書等が所定の方法で適切に管理されているか等を、定期及び人事異

動が行われる年度末等に組織的に磁Eする方法について、具体的に定めること．

その確認方法については、労働基準行政情報システムを活用して作成する監督復命書

整理簿、申告処理台帳索引簿等などと突合する方法により、監督指導、申告処理等の実

績と 致するかを確実に磁Eできるものとすること．



爆発火災災害防止対策について

平成26年2月18日付け
「監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について」

において、爆発火災災害防止対策について記載

【3「管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害防止対策についてj(p5抜粋）】

→今般、昭和51年8月18日付lナ基発第591号「化学工業等における爆発火災等の防止

のための監督指導について」を改正予定

ID均再三壬；ぅ三一三三三二1
前文

資料11

O 近年、我が国を代表する化学プラント等において爆発火災災害が相次いで発生しており、

一部では多数の死傷者を伴う深刻な災害も発生している
0 平成26年5月！こ「石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議jが

報告書を取りまとめ

O 近年に発生した重大な災害は、「非定常作業」で発生し、「リスクアセスメントの肉容・程度
が不十分」、「人材育成・技術伝承が不十分」、「情報共有・伝達の不足や安全への取組の

形骸化Jという共通点

1基本的な考え方

( 1 ）関係法令の履行確保と効果的かつ効率的な指導

(2）自主的な取組の促進
(3）都道府県等関係行政機関との連携



2 本対策推進に係る基本的な対応方針

( 1 ）計画的かつ重点的な指導
0 計画的に監督指導、個別指導、集団指導、自主点検等を実施

。下記の事業場を重点的に指導
①労働安全衛生規則第4条第1項第3号の特殊化学設備を有する事業場

②石泊コンビナート等災害防止法第2条第6号の特定事業所に該当する事業場

③労働安全衛生規則別表第7の3の化学設備を有する事業場

(2）重点事項
①安全衛生管理体制等の確立

「管理者の選任」、「安全衛生委員会」、「安全衛生教育」、「安全衛生管理体制」等

②設備の安全対策
「設備の安全対策」、「定期自主検査」、「避難設備」等

③作業の安全衛生対策
「作業規程J、「作業指揮者」、「緊急事態対応」等

④リスクアセスメントの実施
「1）スクアセスメントの実施j、「非定常作業のリスクアセスメント」、「委員会への付議J等

(3）都道府県等関係行政機関との連携
0 緊急連絡体制の確立、危険物等に係る事業場情報の共有
0 石油コンビナート等妨災本部設置局は、会議における積極的な災害事例の説明、所
管法令等の相互理解の促進等、防災本部の取組に対し、積極的に参画・協力
O 都道府県等関係行政機関と連携し、合同現場調査、ヒアリング、情報共有等

3 自主的取組の促進

(1)事業場に対する技術的・専門的な指導
0 事業場の取組状況を踏まえ、技術的関専門的な指導

(2）集団指導の実施
0 石油コンビナート等特別防災区域協議会等の集団を捉え、集団指導を実施

(3）業界団体等との連携
0 業界団体、労働災害防止団体等に対して取組促進等を要請

4 爆発火災災害発生時の対応

0 災害調査の実施。都道府県等関係行政機関と連携。
O 必要に応じ安衛研究所との合同調査等

n5仇 i



。

留意事項通達（部内限通達）（案）

1 計画の策定及び行政手法の選択

2 適切な監督指導等の実施

に当たっては、本対策に係る．．． 
等を十分に分析して、どのような言語

( 1）事前の準備及び情報の蓄積
①監督指導等の実施に当たっては、

前調査票によりリスクの高い主要fよ設備等を把握
②監督指導等の結果及び危険機械・有害業務情報を労働基準行政情報システムに整理

蓄積、企業別の資料保管など情報蓄積に努める、

(2）主主塁約かつ効率的な揖
① 

④ 

⑤ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

(3）職員研修の実施

0 局が実施する安全衛生技術研修等において専門的知識を付与すること、
等により必要な知識・経験を修得

．・‘



。年 f呆 存

機密 性 1 

平成 26年O月O日から

平成 36月O月O日まで

基発 第号

平成年月日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

爆発火災災害防止対策の推進に関する基本方針について

化学工業等における爆発火災災害防止対策（以下「爆発火災災害防止対策」と

いう。）については、これまでも労働基準行政の重要課題のーっとして、その推進

を図ってきたところである。

しかしながら、近年、我が国を代表する化学プラント等において爆発火災災害

が相次いで発生しており、一部では多数の死傷者を伴う深刻な災害も発生してい

る。

厚生労働省は、平成 26年 5月に内閣官房、総務省消防庁、経済産業省と共同

で「石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議」の報告書

（以下「報告書」としづ。）をとりまとめ、関係業界団体及び都道府県知事に対し、

報告書に基づく対策を要請するなど、災害防止に向けた取組を推進しているとこ

ろです。

近年に発生した重大な災害の原因・背景について分析すると、「非定常作業J

で発生しており、「リスクアセスメントの内容・程度が不十分」、「人材育成・技術

伝承が不十分」、「情報共有・伝達の不足や安全への取組の形骸化Jとしづ共通点

が見られる。こうしたことから、事業者は、これらの問題を踏まえた事故防止対．

策の取組を徹底する必要がある。

また、国と関係行政機関が遠携して取り組む必要がある。

このような状況を踏まえ、爆発火災災害防止対策の推進に関する基本方針を、

下記のとおり定めたので、その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。

コ十一苦闘

1 基本的な考え方

1 



〔1）関係法令の履行確保と効果的かつ効率的な指導

爆発火災災害を防止するためには、労働安全衛生関係法令の履行確保を図

ることが最も重要であり、事業場に対して法令の周知を含め対策の実施を徹

底する必要がある。

対策の推進に当たっては、最大限の行政効果を得ることを常に念頭に置き、

監督指導、個別指導、集団指導、自主点検等の中から適切な行政手法を選択

し、これらの有機的な連携を図ることにより、効果的かつ効率的に指導する

必要がある。

(2）自主的な取組の促進

リスクアセスメントの周知徹底及びその着実な実施を指導することによ

り、爆発火災災害防止対策に係る事業場の自主的な取組の促進を図るととも

に、協議会等の自主的な安全衛生活動の促進を働きかける必要がある。

(3）都道府県等関係行政機関との連携

災害時の迅速な対応や効果的な指導を図るため、都道府県、消防、警察等

関係行政機関（以下「都道府県等関係行政機関」としづ。）と、災害発生時の

対応や重大災害防止対策における連携をより一層強化する必要がある。

2 本対策推進に係る基本的な対応方針

(1）計画的かつ重点的な指導

各都道府県労働局においては、爆発火災災害が発生するおそれのある化学

工業等の事業場に対して、計画的に監督指導、個別指導、集団指導、自主点

検等を実施すること。

特に、①労働安全衛生規貝lj第4条第1項第3号の特殊化学設備を有する事

業場、②石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第84号）第2条第

6号の特定事業所に該当する事業場、③労働安全衛生規則別表第7の3の化

学設備を有する事業場については、重点的に指導を行うこと。

(2）重点事項

事業場における爆発火災災害防止対策について、次に掲げる各項目を重点

的に実施させるなど、的確な取組が行われるよう指導すること。

①安全衛生管理体制等の確立

ア総括安全衛生管理者の選任・職務

イ 安全管理者の選任・職務

ウ 作業主任者の選任・職務

エ安全衛生委員会の設置・開催・記録

オ安全衛生教育の実施

カ 協力会社も含めた安全衛生管理体制

キ適正な人員配置（緊急時に必要な措置が十分とれる体制、長時間労

2 



｛動の抑制）

②設備の安全対策

ア化学設備、パルプ、等の安全対策

イ 特殊化学設備の安全対策

ク その他設備（予備動力源、安全弁、防爆設備等）の安全対策

エ 定期自主検査の実施と事後措置の実施

オ避難設備

③作業の安全衛生対策

ア 定常作業に係る作業規程の策定及び周知徹底

イ 設備の改造、修理清掃等非定常作業に係る作業規程の策定及び周知

徹底

ク 作業指揮者の選任・作業の指揮

ヱ 緊急事態への対応の策定及び周知徹底

オ施工事業者に対する情報提供及び指導援助

④リスクアセスメントの実施

ア リスクアセスメントの実施及びその結果に基づき講ずるリスク低

減措置の実施、記録の保存

イ 設備の保全等の非定常作業を想定したリスクアセスメントの実施

ウ 安全衛生委員会におけるリスクアセスメントに係0事項の付議

(3）都道府県等関係行政機関との連携

爆発火災災害発生時に迅速に対応できるよう、都道府県等関係行政機関と

の緊急連絡体制を確立するとともに、報告書を踏まえ、都道府県等関係行政

機関との一層の連携強化を図るため、次の取組を行うこと。

ア 危険物や化学物質に係る事業場情報を有する都道府県等関係、行政機関の

部署と連携を図り、情報交換を通じて事業場の把握に努めるとともに、都

道府県等関係行政機関と同種災害防止のため関係業界団体あて共同要請、

合同指導・パトロール、共同防災訓練等の実施に努めること。

イ 石油コンピナート等災害防止法第2条第2項に規定されている石油コン

ピナート等特別防災区域を有する都道府県労働局にあっては、都道府県労

働局長が特定地方行政機関（国家行政組織法（昭和 23年法律第 120号）

第9条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機

関で、政令で定めるものをいう。）の長として同法に定める石油コンビナ

ート等防災本部の本部員となっていることから、災害発生時のみならず平

常時より、会議における積極的な災害事例の説明、所管法令に基づく基準

やガイドライン等の共有による相互理解の促進等、防災本部の取組に対し、

積極的に参画・協力すること。

ウ 爆発火災災害発生時においては、都道府県等関係行政機関と連携して、

3 



例えば、合同による現場調査、共同事業者ヒアリングの実施、事故情報の

共有等を行うこと。

3 自主的取組の促進

(1）事業場に対するぜ術的・専門的な指導

爆発火災災害の防止に当たっては、災害に共通する問題点を踏まえ、事業

場の自主的な取組が重要である。事業場に対する個別指導の際、事業場から

計画届が提出された際なとeの機会を捉え、事業場に対して積極的に災害事例

等の情報提供を行うとともに、事業場における記の 2 ( 2）の重点事項をは

じめとする取組状況を踏まえ技術的・専門的な指導を行うこと。

報告書において、事業者が取り組むべき事項として、「自主保安向上に向

けた安全確保体制の整備と実施」、「リスクアセ久メントの徹底J、「人材育成

の徹底J、「社内外の知見の活用」があげられており、その内容について周知

するとともに、事業場の取組状況に応じて報告書を参考としつつ必要な指導

を行うこと。

また、事業者の事故防止への取組を促進するため、必要に応じ労働安全衛

生7 ネジメントシステムの認定制度を勧奨すること。

(2）集団指導の実施

石油コンピナート等特別防災区域に石油コンビナート等特別防災区域協

議会等が置かれている場合は、その集団を捉え、集団指導を実施し、災害事

例の説明や、労働安全衛生関係法令に係る知識の付与を図るとともに、リス

クアセスメントの取組勧奨、自主的安全衛生活動の促進等の働きかけを行う

こと。

なお、集団指導を実施する際は、都道府県等関係、行政機関との合同開催を

検言付ること。

(3）業界団体等との連携

報告書において、業界団体が取り組むべき事項として「事故情報（教訓）・

安全対策の共有J、「教育訓練の支援j、「安全意識向上に向けた取組」があげ

られていることを踏まえ、個別の業界団体等において積極的な取組を促進さ

せるため、業界団体、労働災害防止団体等に対して、爆発火災災害情報、安

全対策情報、各種リーフレット等の会員企業への提供、教育訓練の支援、安

全意識向上に向けた取組、リスクアセスメントの取組促進等を要請すること。

4 爆発火災災害発生時の対応

爆発火災災害が発生した際は、速やかに災害調査を行うこと。

都道府県等関係、行政機関と連携については、記の 2 (3）ウによること。

なお、必要に応じて、独立行政法人労働安全衛生総合研究所との合同調査を

4 



行うとともに、事業者が設置する事故調査委員会の調査結果を入手すること。

5 その他

化学プラントの新設、変更日寺等における計画の届出に係る審査を的確に行

うとともに、必要な指導を行うこと。

5 



1 。年 保 存

機 密 性 2 

平成 26年O月O目から

平成 36月O月O日まで

基 発 第号

平成年月日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

爆発火災災害防止対策の推進に当たって留意すべき事項について

化学工業等における爆発火災災害防止対策 f以下「爆発火災災害防止対策」と

いう。）の推進については、平成O年O月O日付け基発 第号「爆発火災災害

防止対策の推進に関する基本方針について」（以下「基本通達」としづ。）により

指示したところであるが、下記に留意の上、その効果的な実施に努めること。

なお、本通遣をもって、昭和 51年 8月 18日付け基発第591号「イヒ学工業等は

おける爆発火災等の防止のための監督指導についてJは廃止する。

記

1 計画の策定及び行政手法の選択

爆発火災災害防止対策を効果的に推進するためには、監督担当部署及び安

全衛生担当部暑のそれぞれが主体的にその役割を果たしつつ、緊密な連携に

よる対応を図ることが重要である。このため、年間監督指導計画及び年間安

全衛生業務計画の策定に当たっては、本対策に係る

を十分に分析して、どのような対策を講

ずるべきか十分な調整を行うこと。

特に、基本通達記の2の（1）に掲げる重点的に指導する事業場（①労働安

全衛生規則第4条第1項第3項の特殊化学設備を有する事業場、②石油コン

ビナート等災害防止法第2条第6号の特定事業所に該当する事業場（以下「特

定事業所Jとしづ。）、③労働安全衛生規則Jllj表第7の3の化学設備を有する

1 



特定事業所に該当する事業場の監督指導等の実施に際しては、

2 適切な監督指導等の実施

(1) 事前の準備及び情報の蓄積

①監督指導等の実施に当たっては、

ること。

また、監督指導等の実施の前に事業場に対して詳細な事前調査票の提出

を求めることにより、取り扱う危険物の種類、リスクの高い主要な設備等

をあらかじめ把握することも、効果的な指導に有効であること。

②爆発火災災害の防止は、監督指導等の積み重ねにより、その防止が効果

的に図られていくものであることから、次回の監督指導等に活用するため、

監督指導等の結果及び危険機械・有害業務情報は、労働基樹子政情報シス

テムに整理蓄積する必要があること。事業場からの提出資料について、例

えば企業別に容易に取り出せるよう)jlj途ファイノレに保管するなど、情報蓄

積に努めること。

また、復命書の参考事項・意見欄等に f取り扱う化学物質、使用量J、

「設備の概要」、「各プロセスの従事作業、従事人数」、「リスクアセスメン

トの実施状況」なと‘を記載するノレールを局において統一的に定めることが

有効な手法であること。

署管理者は、情報蓄積状況について主担当部署に定期的に確認するとと

もに、必要な指示をすること。

(2) 効果的かっ効率的な指導

①事業豊三は多数多様の化学設備が設置されていることもあることから、

② 監督指導等を実施する際は、基本通達記の2の（2）に掲げる重点事項を確

認し、必要な指導を行うこととし、この際、別添の「確認すぺき事項Jを

活用すること。なお、同内容が盛り込まれていれば、局独自の様式を活用

しでも差し支えない。

2 



について確認すること。

④爆発のリスクの高い設備については、リスクアセスメントが実施されて

いるか状況を確認すること。

リスクアセスメント実施の指導に当たっては、

また、非定常作業時を想定したリスクアセスメントも実施されているか、

等を確認すること。

監督指導を行う際には、直近の定期修理工事についても、

実態の把濯に努めること。

(3) 職員研修の実経

爆発火災災害防止の指導に必要となる知識・経験が十分でないと考えら

れる職員に対しては、局が実施する安全衛生技術研修等において専門的知識

を付与することや、 E・・・・・・・・・・・・・等により必要な知識・経験
を修得させることに留意すること。

3 



爆発火災災害防止対策主眼監督・個別指導における確認すべき事項
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都道府県労働局労働基準部監督課長殿

〕主！..：

事 務 連 絡

平成 23年 2月 17日

厚生労働省労働基準局監督課

監督・監察担当中央労働基準監察監督官

労働基準行政情報システムの第立期開発機能の効果的な活用例について

平成 22年 12月 13日かb労働基準行政情報システムの第E期開発機能が稼働

したところですが、当該機能について、申告処理の進行管理等への活用例を下

記のとおり紹介しますので、的確な業務運営のための参考とするようお願いL

ます。

なお、各局において、下記の例以外に効果的な活用方法が認められた場合に

は、槌日寺当課監察係まで連絡するようお願いします。

記

1 申告処理の的確な進行管理等

(1) 申告情報管理システムの申告処理台帳検索を活用した管理等

申告情報管理システムにおいて、検索条件を指定して申告処理台帳の検

索を行い、「索引簿出力j を選択することにより、目的に応じた申告処理台

帳索引簿 (.g!J添 1) （以下「索引簿Jという。）及び申告受理簿（別添2)

（以下「受理簿」とし、う。）がエクセノレ形式で＝出力（ 1ファイノレにそれぞれ

別シート）できる。

この索引簿及び受理簿を活用することにより、申告処理の的確な進行管

理等を行うことができる。具体的には、次の業務等への活用が考えられる。

①朱完結事案の翌月の月間監督指導計画への反映

月間監督指導計画（以下「月間計画Jという。）作成時に、計画作成担

当者において、検索条件として「完結区分一未完結Jを指定して索引簿

等を出力し、当該索引簿等に記載された未完結事案を確認し反映させる



ことにより、米完結事案を月間計画に確実に計上することができる。

② 申告受理後未着手となっている事案の把握

署管理者において、検索条件として「申告受理年月日」（確認したい期

間を指定（例えば、 1週間以上未着手の事案を検索する場合には、期間の

終期を 1週間前の日とする。））及び「完結区分一未完結Jを指定して索引

簿等を出力し、着手年月日欄に記載の無い事案を確認することにより、申

告受理後一定期間経過後も未着手となっている事案を把握できることと

なり、必要に応じ処理状況を確認することができる。

③ 申告処理経過に係る長期未決裁事案の把握

月初等に、署管理者において、検索条件として「完結区分一未完結J

を指定して索引簿等を出力し、必要に応じ不要な欄を削除する等の加工を

行った上で印刷し、それ以降の申告処理経過の決裁時に当該日を記入する

などして決裁の状況を管理することにより、長期未決裁の事案を把握でき

ることとなり、必要に応じ処理状況を確認することができる。

④事務処理上必須入力とされている項目の入力内容確認

年度末等に、署管理者や統計業務担当者等において、検索条件として

「対象年度」を指定して索引簿及び受理簿を出力し、その内容を確認（特

に、索引簿においては違反条文、完結年月日及び完結区分、受理簿におい

ては特記事項及び監406報告関係）することにより、事務処理上必須入力

とされている項目の入力誤りや人力漏れを防止することとなり、報告例規

に基づく統計処理を正確に行うことができる。

(2) 情報分析ソリューションを活用した長期未完結事案の把握等

情報分析ソリューションの「申告処理状況（事業場リスト）把握レポート」

を出力することにより、申告受理日から 3か月経過しで未完結の事業場のリ

ストをエクセノレ形式で出力することができる（別添3参照）。

地方労働基準監察時等にこのリストを活用することにより、該当事案を把

握し、必要に応じ処理状況等を確認することができる。

2 繰り返じ申告、相談のある事業場の効率的な把援等

(1) 繰り返し申告のある事業場の把握

申告情報管理システムにおいて、検索条件として「申告受理年月日」（対

象としたい期間を指定）を指定して、索引簿等を出力する。

本索引簿等について、エクセノレのピボットテーブノレ機能を使用して、被申

告事業場名等により名寄せを行うことにより、

①暑において繰り返し申告のある事業場を効率的に把握すること

② 局において、管内に複数の店舗を有する企業の事業場ごとの申告状況



を把握すること

が可能となる。

(2) 繰り返し相談のある事業場の把握

相談情報管理システムにおいて、検索条件として「受付年月日」（対象と

したい期間を指定）を指定して、「ファイノレ出力Jを選択することにより、

特定の期間に受けた相談に係る検索結果一覧を出力する。

検索結果一覧について、エクセノレのピボットテープ．ノレ機能を使用（別添4

参照）し℃、事業場名により名寄せを行うことにより、

① 署において繰り返し相談のある事業場を効率的に把握すること

② 局において、管内に複数の店舗を有する企業の事業場ごとの相談状況

を把握すること

が可能となる。

なお、ピボットテーフツレ機能のほか、フィノレ夕、ソート等エタセルの機能

を活用して名寄せを行う際には、同じ事業場で、あっても入力された事業場の

名称に、法人形式、文字聞のスペース、小文字の使用等の相違がある場合に

は、これを異なる事業場と認識し、適切に名寄せできないこととなるため、

相談情報管理システムにおける事業場の名称の入力方式を局において統ー

する、事業場基本情報との関連付けを積極的に行うなど、効率的に把握を行

うための工夫を行うことが望ましい。
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別添3 情報分析ソリユーション申告処理状況（事業場リスト）レポートの操作方法
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申告処理台帳索引簿についても、同様の要領により、名寄せを行うことが可能である。
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①「相談情報管理システ
ム」ー「相談情報検索1によ
り、相談情報を検索し、検索
結果一覧をファイル出力す
る。
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② 2行目以降のセルを全て選択した上、
③、④「ピボットテーブルJを選択し、
⑤新規のワークシートを選択して「OK」をクリッ
クし、ピボットテーブルを毘置する。

⑦「管轄局（又は管轄署）」をドラッグし
て「値jへ移動させる。

⑨名寄せされたリストが表示される。
（事業場名右欄にある数値が棺談回数
である。）
（⑦と③の間に下関連付け事業場キー」
をドラッグして行ラベルヘ移動させた場
合には、関連付け事業場キーごとに名
寄せされたリストを表示することができ
る。）

③「事業場名Jをドラッグして「行ラベ
ル」へ移動させる。



l資料 12-2 I 

（参考）システムを活用した効果的な監察等について

z 重要課題に係る的確な監督実施の観点

障害者虐待防止は監督行政の重要課題の一つである。



3 情報の確実な蓄積の観点

「申告処理情報管理システムJ等のサブシステムの情報を事業場基本情報

に関連付けることは、当該事業場の情報蓄積のために極めて重要なことであ

る。

申告処理情報管理メニュー→申告処理台帳検索

「関連事業場キーJ欄が移送等の事業場でないにもかかわらず、空欄であ

るものは関連付けがされていない。

4 受動業務の適切な進行管理の観点

申’告、未払賃金立替払業務等の受動業務について、適切に進行管理を行う

ことは、当該業務に係る労働者の権利救済を迅速に行うことのみならず、能

動業務に係る業務量を最大限確保するためにも重要なことである。

例えば、処理期間が3か月超過に歪る前の段階で進行管理の状況を把握す

るとの考え方に基づき、認定申請受理後 1か月半以上を経過している事案を

抽出したいというときには、以下により対象を把握することができる。

未払賃金立替払情報管理メニュー→認定申請情報検索

検察実飽自の属する年度がデフ

才ルト値となっているため、削除

し、空織にする。
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都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置等について（抄）

総合監督たる監督指導を実施するに当たっての基本的な留意事項及びその際

の一般労働条件の確保・改善に係る措置等を、下記のとおり定めることとした

ので、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

なお、平成 11年4月16日付け基発第250号「一般労働条件の確保・改善に

係る監督指導の実施要領についてJは、本通達をもって廃止する。

ヨ】

第l 総合監督たる監督指導を実施するに当たっての基本的な留意事項

総合監督たる監督指導を実施するに当たっては、①労働条件や安全衛生に

係る問題は広範にわたることから、当該事業場が監督対象事業場として選定

された理由、監督指導を通じて解消しようとする問題点等をしっかりと認識

しておくこと、②①の問題点等に関連する法違反の有無を的確に把握し、こ

れを確実に是正させ、かっ、同種の法違反を繰り返すことのないよう、使用

者の法令に関する理解の程度等に応じ、法の趣旨、内容について必要な説明

を行うとともに、適宜法違反の是正方法について指導を行うこと、＠圃・－

hを基本とし

た上で、以下の各事項に留意するこ・と。

1 監督指導の事前準備

1 



(1) 関係法令等の十分な理解

適切な監督指導を実施するためには、労働基準監督官（以下「監督官」

としづ。）ーλひとりが、法令及びその解釈並びに監督権限行使lこ係る通

達等を十分、かっ、正確に理解しておくことが重要である。

このため、監替官は、研修や会議等の場はもちろん、日頃から自己研

績に努めて知識を身につけるとともに、監督指導実施前には、対象事業

場において問題となりそうな法条文等について、再確認を行うこと。

(2) 対象事業場についての事前調査等

に基づいて、対象事業場に係る問題点を適切に抽出しておくこ

と。併せて、当該問題点に関連するリーフレットを用意するこど等によ

り、．効果的かっ効率的に指導が実施できるよう、必要かっ十分な事前準

備を行うこと。

(3) 予告監督の禁止

監督指導時においては‘対象事業場の通常の労働実態を的確にとらえ

た案効ある指導を行う必要があることから、

に対し、事前に予告することなく監督指導を実施すること。

なお、上記に該当し、予告せざるを得ない場合であっても、事前に対

象事業場と立入手続の簡素化のための協議を行っておくなど、対象事業

場の特性を踏まえた対応を工夫することにより、実効ある監督指導につ

な』ずること。

(4) 一定数の監督官による監督指導

監督能率の確保、厳正かつ的確な監替指導の実施等ρ観点から、対象

事業場の規模、有する問題点等に応じ、一定数の監督官で監督指導を実

施する利点が大きいと認められるものについては、平成 23年3月日目
付け基発 0311第 3号「新たな監督指導手法の実施についてJ.（以下「新

たな監督指導手法通達Jという。）記の3に基づぐチ｝ム監督を行うこと。

2 監督指導の実施

(1) 基本的な姿勢

2 



ア 監督指導の趣旨等に関する説明

臨検の際、事業主等から、その目的や監督官の権限の範囲等について

疑念を抱かれ、臨検拒否事案等につながることが考えられる。

このため、事業場に臨検した際には、臨検の趣旨及び目的について、

必要に応じリーフレット「労働基準監督官の仕事」を活用するなどによ

り丁寧に説明するとともに、関係法令に基づき労働基準監督官証票を提

示することにより、立入権限を有する監督官であることを明らかにする

こと。

イ 丁寧な説明

企業の経営環境等によっては、事業主等が監督官に対して、厳しい姿

勢をもづて反論することも考えられるが、いかなる状況下においても、

労働条件の最低基準を定めた労働基準関係法令は遵守されなければな

らない。このため、どのような経営環境下にあっても、労働基準関係法

令を遵守することの必要性を事業主等に対して丁寧に説明するととも

に、毅然とした態度をもって臨むこと。

法違反については、その法令上の根拠を説明の上、厳正な措置を徹底

するとεもに、遵法状態の定着のために改善すべき事項及びその改善方

法についても、各種リーフレットを活用するなどにより、懇切丁寧な指

導を行うこと。

ク守秘義務等の遵守

監督官には、強制権限をもって事業場を臨検し、労使双方の機密に属

する事項を尋問できる権限が与えられていることから、職務上知り得た

これら事項についての守秘義務が課されている。これが監督官に対する

信頼の源泉主なっていることをしっかりと認識するとともに、必要に応

じ、事業主等に対しでも守秘義務について説明し、理解を得ること。

一方で、労働者から寄せられた情報、監替指導時に得られた企業に関

する情報等について漏えいすることのないよう十分な情報管理を行う

とともに、監督指導に携行する文書の取扱いについても十分注意するこ

と。

ヱ 労働基準関係法令全般にわたる確認、

監督指導時においては、一般労働条件のみならず、健康管理及び安全

衛生管理体制等についても、全般的に確認すること。

(2）指導に当たっての留意点

ア十分な事実確認

法違反に該当するか否かについては、事業場の実態について十分な調

3 



査を行った上で判断すべきであることから、法違反の有無の確認に当た

っては、原則として、事業主等からの説明のみならず、

イ 法違反等に対する的確な措置

上記アにより確認した事実を法令に適切に当てはめ、認められた法違

反に対しては、昭和 39・年4月 20日付け基発秘第5号「監督業務運営要

領の改善について」（以下「5号通達Jという。）により措置すること。

また、法違反以外の事項について指導を行う必要がある場合には、指

導票を交付すること等によりその改善を求めること。ただし、

となるが、監督指導は監替官の強制的な権限行使下

で行われるものであることから、指導票による指導についても、時とし

て強制的指導と受け取られるおそれがあることに留意し、指導票による

り、表現にういても適切なものとなるよう細心の注意を払う必要がある

こと。

ウ適Eな権限行使

監督官の権限は、正当な目的達成のために必要な範囲で行使されるべ

きものである。このため、権限行使に当たっては、労働基準監督機関（以

下「監督機関Jという。）が処理すべき事項と労使が自主的に決定すべ

きもの等の監督官の権限の範囲を超える事項とを峻別し、権限の範囲を

適切に見極める、こと。

ニモ 公正かっ斉一的な措置

監督機関が、全国一律に適用される労働基準関係法令の施行に関する

事項をつかさど、っている以上、その権限については、何よりも、法令に

基づき公正かっ斉一的に行使することが必要であるため、各種通達で示

した指示に基づき、適切な措置を確実に講ずる之と。

オ疑義のある事案等に対する組織的な対応

適用条文に疑義がある事案、全社的に是正を図らせる事案等について

は、 5号通達記の第2の 1(1）ア（カ）ただし書きに基づき、是正勧告書及

び指導菓を臨検監督時に交付せず、署に持ち帰った上で、必要に応じて

局に協議するなどにより、組織的な検討を行って対応方針を決定すると

と。
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カ 会社指導を行う場合の注意点

監督指導は、管内の対象事業場に対して必要な権限を行使することを

原則とするが、他署管内に本社が所在する事業場に対し監督指導を実施

した結果、次に該当する実態が認められた場合には、

(3) 監督指導実施後の留意点

ア監督復命寄の作成等

監督指導実漉後は、速やかに、 5号通達記の第2の2に基づき監督復

命事を作成し、署長判決を受けること。

イ 確実な是正確認

是正勧告を行ったにもかかわらず、法違反の是正が図られず放置され

た場合には、企業における遵法意識に悪影響を及ぼすのみならず、監督

機関に対する国民の信頼を損なうこととなる。

このため、法違反等の是正・改善報告を受ける際には、事業場の労務

管理制度の改善が確実に行われているか、遵法決態が将来にわたって定

着し得るちのとなっているかなどについてにまで踏み込んで確認を行
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など、当該法違反の形式的な是正の

確認にとどめるのではなく、違法な長時間労働が発生することを未然に

防止するような仕組が構築され、それが維持されていることを確認する

など、解決すべき問題点について適切な措置を講じた是正・改善報告と

なっているかを確実に確認すること。

また、上記観点から、当該報告の内容が不十分である場合には、必要

な是正方法を改めて丁摩に説明し、適切な是正・改善報告の提出に結び

ウ 重大文は悪質な事案への対応

平成 17年 9月 30日付け基発第 0930001号「労働基準監督機関におけ

る司法警察権限の行使に関する規範についてJ（以下「苛法規範」とい

う。）に該当する事実については、

第2 総合監督たる監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る主要

事項についての措置要領

一般労働条件の確保・改善に係る主要事項についての措置の方針は以下に

示すところによることとし、具体的な措置要領については、 J.llJ添「主要事項

に係る具体的措置要領」に定めたところによること。

1 過重労働による健康障害の防止
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2 労働時間管理の適正化等、

労働時間管理等については、①時間外・休日労働の 36協定の範囲内での

実施及び②「労働時間の適正な把握のために使用者が講子ベき措置に関す

る基準J（平成 13年4月6日付け基発第 339号「労働時間の適Eな把握の

ために使用者が講ずべき措置に関する基準について」別添。以’下「労働時

間適宜把握基準j という。）の遵守について指導すること。

3 基本的な労働条件の枠組みの確立

以下の各項目に示す事項について確認を行い、その結果に基づき是豆勧

告又は必要な指導を行うこと。

{l) 労働条件明示の適正他

また、指導に当たっては、必要に応じ、「モデソレ労働条件通知書Jを活

用すること。

(2）就業規則、各種労使協定等の適正化

また、就業規則に関する指導に当たっては、必要に応じ、モデル就業

規則を活用すること。

(3) 賃金支弘の適E化

(4) 各種労働時間制度の適正化

7 



(5) 36協定の適正化

(6) 年次有給休暇制度の適正化

の証明の徹底に向けて、必要に応じ、リーフレット等を活用して「退職

事由に係るモデ〉レ退職証明書」及び「モデ‘ノレ解雇理由証明書Jの普及を

図ること。

(8) 有期契約労働者の労働条件の適正化

また、労働契約法第四条に規定されている有期労働契約の無期転換／レ

ー／レについて、リーフレy ト等を活用して幅広く周知を図ること。

第3 その他の留意事項

1 監督指導時において確認等すべき事項

(1) 労働者の入れ替わりが激しい事業場．

(2）健康管理及び安全衛生管理体制の適正化
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なお、これに加えて、過重労働による健康障害の防止については上記

第2の1によること。

(3) 労使問手続の適正化

不適切な解雇や雇止め、労働条件の切下げ等に係る問題が認められた

場合は、その理由について確認し、必要に応じ、平成 20年 12月9日付

け地発第 1209001号・基発第 1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適

切な行政運営についてJに基づき、啓発指導を行うこと。

2 署管理者による指導・助言等

(1）重点対象の選定理由等の説明

署管理者は監督官会議の場等を活用し、各監督官の関係通達等の理解

の促進を図ることはもとより、監督指導に当たっての留意事項、例えば、

当該月に実施する監督指導に関し、重点対象として選定した理由、前年

度までの取組状況、解消しようとする問題点、措置を行うに当たっての

留意事項等について、各監督官に説明し、共通認識をもって事業場に対

する的確な監督指導が実施できるよう積極的に指導・助言を行うこと。

(2）：指導内容に関する必要な指導・助言

署管理者においては、監督復命書の決裁時等に、監督指導の内容が当

該重点対象における重点事項を押さえたものとなづているか、法違反と

して是E勧告した内容が適切か、指導慕の内容が義務を課すような表現

になっていないか、教示する是正・改善方法の内容が適切かなど、業務

処理の状況を確認し、必要に応じで、担当監督官に対して適宜具体的な

指導・助言を行うこと。

9 



年 保 存｜
機 密 性 2 

平平成成 26牢5月 15 日から
31年5月 14日まで

都道府県労働局長殿

資料1.4

基監発0515第 1号

平成26年 5月15日

厚生労働省労働基準局監督課長

（契印省略）

乾督業務担当部署に配置された再任用短時間勤務職員の所掌事務等について

都道府県労働局（以下「局j とし、う。）及び労働基準監管署（以下「署」とbづ。）

の監督業務担当部署に再任用短時間勤務の地方労働基準監察監督官、専門監督官及び

労働基準監督官（以下「再任用車主督官Jとし寸。）が配置されているが、・その職務が円

滑に行われ、かつ、実効あるものとなるよう、不記に留意の上、適切に対応されたい。

なお、平成23年 2月17日付け基監発0217第 1号「再任用短時間勤務労働基準監督官

の所掌事務等について」は、本内かんをもって廃止する。

記

1 基本的な考え方

再任用監督官は、‘通常の労働基準監督官（以下「監督官」という。）と同様に監督

権限及び司法警察権限を有するものであるが、その発令官職、経歴及び非常勤職員

であること並びに勤務時間が短いこと等を踏まえ、配置された局又は署において、

庁内における業務を中心として、その事務分掌を定めること。

・2 再任用監督官の所掌事務

(1) 局配置の再任用監督官

局配置の再任用監督官は、上司の命を受けて、事務分掌の定めるところにより、

①局労働基準部監督課が行う労働条件の確保・改善及び労働災害の防止の業務に



係る事務、②労働基準関係法令等に係る相談、③職員の研修に係る事務、④監察

（地方労働基準監察監督官に発令された者に限る。）又はその補助に係る事務、

⑤暑が実施する指導等の応援、＠その他必要な事務を行うこと。

なお、具体的なl業務としては、次のようなものがあること。

ア行政実績・効果の把濯、分析の業務

イ 一般労働条件の確保・改善対策等、各種中期計画に係る基礎資料の整備、実

施結果の集計・分析等の業務

ウ 労働基準関係法令等に係る相談業務

エ各種会議の企画・立案の業務

オ集団指導の企画・立案及び説明等の業務

カ 自主点検の企画・立案及び集計・分析の業務

キ歎督宮に対する研修の企画・立案の業務

ク、新任監督官に対する実地研修・訓練の補助の業務

ケ 地方労働基準監察、その他署の業務の適切な運営に係る指導等の業務

コ 地方労働基準監察の補助の業務

サ 署において実施する最低賃金の履行確保を主眼とする集合監督や労働条件

集合監督に対する応援の業務

シその他局労働基準部監督課長が特に指示したこと

(2) 署配置の再任用監督官．

署配置の再任用監督官は、上司の命を受けて、事務分掌の定めるところにより、

①暑が行う労働条件の確保・改普及び労働災害の防止の業務に係る事務、②労働

基準関係法令等に係る相談、③職員の研修に係る事務、④その他必要な事務を行

うこと。

なお、具体的な業務としては、次のようなものがあること。

ア行政実績・効果の把握、分析の業務

イ 一般労働条件の確保・改善対策等、各種中期計画に係る基礎資料の整備、実

施結果の集計・分析等の業務。

ク 申告・相談の業務（申告の受理等）

エ届出等の受理等の業務

オ許認可申請に係る処理業務

カ 集団指導の企画・立案及び説明等の業務

キ 自主点検の企商・立案及び集計・分析の業務

内

L



ケ 災害調査における写真の撮影、図面の作成等の業務

コ 司法警察業務におけ矧

サ 新任監督官に対する実地研修・訓練の補助の業務

シその他署長が特に指示したこと

3.署の年間監督指導計画等

(1) 署配置の再任用監督官の監督業務量等の庁外活動業務量は、上記 1及び2(2) 

を踏まえ、各局の定めるところにより、年間監督指導計画に計上すること。

(2) 再任用監督官の監督実路に伴う業務処理については、関係通達によるものとす

ること（監督指導時の措置、監督復命書の作成等）。
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